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(57)【要約】
　本発明は、空気容量中の粒子の存在を検出する粒子検
出器、システム、及び方法に関し、より詳細には、複数
の検出モードを使用して、粒子の存在を検出する検出シ
ステム及び方法に関する。好ましくは、検出される粒子
は、実際の火、ぼや、又は煙等の熱分解を示す粒子であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気容量中の粒子を検出する粒子検出装置であって、
　空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、
　空気容量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射して、空気容量中の粒子と相互
作用し、それにより、空気容量中の粒子の存在の検出を可能にする少なくとも１つの放射
線エミッタと、
を含む、装置。
【請求項２】
　前記放射線ビームの少なくとも一部からの放射線を検知するように位置決めされる少な
くとも１つのセンサを更に含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　空気容量中の粒子を検出する粒子検出装置であって、
　空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、
　空気容量を通る放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得し、取得された相互作用
を解析して、空気容量中の粒子の存在を示すように位置決めされる少なくとも１つのセン
サと、
を含む、装置。
【請求項４】
　前記センサは、前記放射線ビームの少なくとも一部の画像を捕捉するように位置決めさ
れるカメラである、請求項２又は３に記載の装置。
【請求項５】
　空気容量中の粒子を検出する粒子検出装置であって、
　空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、
　空気容量の一連の画像を捕捉し、空気容量中の粒子の検出を可能にするように構成され
る少なくとも１つのカメラと、
を含む、装置。
【請求項６】
　前記一連の画像を解析して、空気容量中の粒子の存在を検出するプロセッサシステムを
更に含む、請求項６に記載の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、ビデオ解析技法を適用して、噴煙及び／又は炎のうちの何れか１つ
又は複数が、前記一連の画像内に存在することを検出する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記一連の画像において、前記容量中に放射される放射線の存在を
検出し、それにより、前記放射された放射線と相互作用する粒子を検出するように構成さ
れる、請求項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
　前記粒子は、煙又は火の存在を示す粒子である、請求項１～８のいずれか１項に記載の
装置。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の装置を含む粒子検出システム。
【請求項１１】
　空気容量中の粒子を検出するマルチモード粒子検出システムであって、
　少なくとも１つの粒子検出装置を含み、前記装置は、
　　空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、
　　空気容量の少なくとも一部を通る放射線ビームを投射する少なくとも１つの放射線エ
ミッタと、
を含み、前記システムは、
　前記放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するように位置決めされる少なくと
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も１つのセンサと、
　前記放射線ビームの少なくとも前記一部からの前記情報を解析して、空気容量中の粒子
を検出する解析手段と、
を更に含む、システム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記粒子検出装置の構成要素として統合される、請求
項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記粒子検出装置とは別個である、請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１４】
　空気容量中の粒子を検出するマルチモード粒子検出システムであって、
　少なくとも１つの粒子検出装置を含み、前記装置は、
　　空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、
　　前記放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するように位置決めされる少なく
とも１つのセンサと、
を含み、前記システムは、
　空気容量の少なくとも一部を通る放射線ビームを投射する少なくとも１つの放射線エミ
ッタと、
　前記放射線ビームの少なくとも前記一部からの前記情報を解析して、空気容量中の粒子
を検出する解析手段と、
を更に含む、システム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの放射線エミッタは、前記粒子検出装置の構成要素として統合され
る、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの放射線エミッタは、前記粒子検出装置とは別個である、請求項１
４又は１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　空気容量中の粒子を検出するマルチモード粒子検出システムであって、
　空気容量中の粒子の存在を検出する内部検出器を有する粒子検出装置を含む、内部検出
モードを定義する装置と、
　外部検出モードを定義する装置と、
を含み、前記外部検出モードを定義する装置は、
　空気容量の少なくとも一部を通る放射線ビームを投射する少なくとも１つの放射線エミ
ッタと、
　前記放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するように位置決めされる少なくと
も１つのセンサと、
　前記放射線ビームの少なくとも前記一部からの前記情報を解析して、空気容量中の粒子
を検出する解析手段と、
を含み、
　前記内部検出モードの粒子検出装置及び前記外部検出モードの前記少なくとも１つの放
射線エミッタ又は前記少なくとも１つのセンサのうちの両方又は一方は、一体装置を形成
する、システム。
【請求項１８】
　前記放射線ビームを反射するか、又はリダイレクトする反射器を更に含む、請求項１０
～１７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記放射線ビームの少なくとも一部の画像を捕捉する
ように位置決めされるカメラである、請求項１０～１８のいずれか１項に記載のシステム
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。
【請求項２０】
　前記カメラは、前記粒子検出装置とは別個の装置である、請求項１９に記載のシステム
。
【請求項２１】
　前記カメラは粒子検出装置に統合される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記解析手段は、前記画像で捕捉される散乱放射線を使用して、粒子が空気容量中に存
在するか否かを判断する、請求項１９～２１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２３】
　請求項１０～２２のいずれか１項に記載のマルチモード粒子検出システムの設置。
【請求項２４】
　粒子を検出するための、請求項１０～２２のいずれか１項に記載のマルチモード粒子検
出システムの使用。
【請求項２５】
　容量中の粒子を検出する方法であって、
　空気の前記容量の一部を表す空気サンプルを解析するステップであって、それにより、
内部粒子検出器を有する粒子検出装置を使用して、第１の検出モードに従って粒子を検出
する解析ステップと、
　少なくとも１つの粒子検出基準が、前記第１の検出モードで満たされる場合、第２の検
出モードをアクティブ化するステップと、
を含み、
　前記アクティブ化するステップは、
　　空気容量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射するステップと、
　　前記放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するステップと、
　　前記放射線ビームの少なくとも一部からの前記情報を解析するステップであって、そ
れにより、空気容量中の粒子を検出する解析するステップと、
を含み、
　（ｉ）前記放射線ビームを投射するステップ及び（ｉｉ）前記放射線ビームの少なくと
も一部についての情報を取得するステップのうちの少なくとも一方のステップは、前記粒
子検出装置を使用して行われる、方法。
【請求項２６】
　空気容量中の粒子を検出する方法であって、
　第１の検出モードに従って粒子を検出するステップを含み、前記検出するステップは、
　　空気容量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射するステップと、
　　前記放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するステップと、
　　前記放射線ビームの少なくとも一部からの前記情報を解析するステップであって、そ
れにより、空気容量中の粒子を検出する解析ステップと、
　　少なくとも１つの粒子検出基準が、前記第１の検出モードにおいて満たされる場合、
第２の検出モードをアクティブ化するステップと、
を含み、
　前記アクティブ化するステップは、空気容量の一部を表す空気サンプルを解析するステ
ップであって、それにより、内部粒子検出器を有する粒子検出装置を使用して粒子を検出
する解析ステップを含み、
　（ｉ）前記放射線ビームを投射すること及び（ｉｉ）前記放射線ビームの少なくとも一
部についての情報を取得することのうちの少なくとも一方のステップは、前記粒子検出装
置を使用して行われる、方法。
【請求項２７】
　前記放射線ビームの少なくとも一部についての情報を取得するステップは、前記放射線
ビームの少なくとも一部の画像を捕捉するステップを含む、請求項２５又は２６に記載の
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方法。
【請求項２８】
　前記情報を解析するステップは、粒子が、前記画像において捕捉される散乱放射線を使
用して、空気容量中にあるか否かを判断するステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記放射線ビームを投射するステップは、前記放射線ビームを反射器に投射するステッ
プを含む、請求項２５～２８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
　ビデオ解析を使用する第３の検出モードを更に含む、請求項２５～２９のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ビデオ解析を実行して、粒子の存在を検証する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　アラートシステムであって、
　煙及び／又は火の存在を示すセンサシステムから、検知された状況を示す信号を受信す
る少なくとも１つの第１の入力と、
　ビデオ捕捉システムから導出される信号を受信する少なくとも１つの第２の入力と、
を含み、
　前記アラートシステムは、前記少なくとも１つの第１の入力に基づいて第１のアラート
状況を示し、前記検知される状況が、前記ビデオ捕捉システムから導出される前記信号に
よって検証される場合、第２のアラート状況を示すように構成される、アラートシステム
。
【請求項３３】
　前記アラートシステムは、前記ビデオ捕捉システムによって捕捉される一連の画像を前
記第２の入力で受信し、前記画像を処理して、煙及び／又は火が前記一連の画像に存在す
るか否かを判断する、請求項３２に記載のアラートシステム。
【請求項３４】
　前記アラートシステムは、前記煙及び／又は火が、前記ビデオ捕捉システムによって捕
捉される画像に存在することを示す信号を、前記ビデオ捕捉システムから前記第２の入力
で受信する、請求項３２に記載のアラートシステム。
【請求項３５】
　前記ビデオ画像は、前記画像に存在すると判断される前記煙及び／又は火のロケーショ
ン、容量、形状、又は他のパラメータの視覚的指示を含む、請求項３２～３４のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項３６】
　複数のアラート状況を示すインタフェース部を含むアラートシステムのインタフェース
であって、
　火及び／又は煙検出に関連するアラート状況と、
　火及び／又は煙検出に関連するアラート状況が検証されたことを示すように構成される
インタフェース要素と、
を含む、インタフェース。
【請求項３７】
　前記インタフェース要素は、火及び／又は煙の検出に関連するアラート状況が、火又は
煙について監視されている容量の１つ又は複数の画像に基づいて検証されたことを示すよ
うに構成される、請求項３６に記載のインタフェース。
【請求項３８】
　前記検証は、一連の画像を解析して、煙又は火の画像が前記捕捉画像に存在することを
特定することによって自動的に実行される、請求項３７に記載のインタフェース。
【請求項３９】
　前記インタフェース要素は、アイコン、印、色選択、英数字インジケータ、示されるス
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テータスレベル、又は表示スタイル若しくは順序でのバリエーション、又は前記アラート
状況が検証されたことを伝える別のインタフェース要素の変更若しくは変調のうちの少な
くとも１つを含む、請求項３６～３８のいずれか１項に記載のインタフェース。
【請求項４０】
　前記インタフェースは、前記ビデオ捕捉システムによって捕捉される画像の少なくとも
一部を表示して、オペレータによる前記アラート状況の視覚的確認を可能にする部分を含
む、請求項３６～３９のいずれか１項に記載のインタフェース。
【請求項４１】
　表示される前記画像の前記少なくとも一部は、前記画像に存在すると特定される煙及び
／又は火のロケーション、容量、形状、又は他のパラメータの視覚的指示を含み得る、請
求項４０に記載のインタフェース。
【請求項４２】
　各ロケーションに配置される複数のセンサに対応する煙及び／又は火検出データを受信
するステップと、
　前記各ロケーションの少なくとも１つの画像を受信するステップと、
　インタフェースを提供するステップであって、
　　受信される煙及び／又は火検出データ、
　　前記各ロケーションの少なくとも１つの画像の解析、
　　前記ロケーションに関連する１つ又は複数の特性を記述するロケーションパラメータ
データ
のうちの少なくとも１つに基づいて決定される優先度レベルに従って、前記各ロケーショ
ンの少なくとも１つの画像の表示を閲覧するインタフェースを提供するステップと、
を含む、方法。
【請求項４３】
　前記受信される煙及び／又は火検出データに対応する１つ又は複数のアラートを生成す
るステップを含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記受信される煙及び／又は火検出データは、前記検出される煙及び／又は火の容量、
並びに／或いは煙及び／又は火の前記容量の増大速度等のパラメータを含む、請求項４２
又は４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記優先度レベルに基づいて、受信される煙及び／又は火検出データに対応する前記１
つ又は複数のアラートの表示に優先度を付与するステップを含む、請求項４２～４４のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項４６】
　火及び／又は煙検出に関連するアラート状況の前記優先度レベルは、少なくとも部分的
に、
　火、煙雲、又は粒子雲のうちの何れか１つの
　サイズ、強度、密度、成長度
のうちの何れか１つ又は複数の自動測定に基づいて決定することができる、請求項４２～
４５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４７】
　所与のアラートの場合、
　受信される煙及び／又は火検出データ、
　前記各ロケーションの少なくとも１つの画像の解析、
　前記ロケーションに関連する１つ又は複数の特性を記述するロケーションパラメータデ
ータ
のうちの何れか１つ又は複数に基づいて調査優先度を示すステップを含む、請求項４２～
４６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４８】
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　前記調査優先度を示すステップは、一連のロケーションの画像を表示すべきシーケンス
を順序付けるステップを含み、前記調査優先度は、前記ロケーションの画像の視覚的検査
により、前記アラートの原因の発端が発見される尤度を増大させるように決定される、請
求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記ロケーションパラメータデータは、ロケーションの実際の位置、他のロケーション
に相対する位置、前記ロケーションでの部屋若しくは他の物の構造、風速若しくは空気流
速、方向、パターン、ロケーションの使用パターン、使用タイプ、又はＨＶＡＣシステム
パラメータ等の前記ロケーションに関連する特性を記述する、請求項４２～４８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５０】
　請求項４２～４９のいずれか１項に記載の方法の少なくとも一部を実行するようにプロ
グラムされた計算システム。
【請求項５１】
　火及び／又は煙検出に関連するアラート状況と、火及び／又は煙検出に関連するアラー
ト状況の優先度を示すように構成されるインタフェース要素とを含む、複数のアラート状
況を示すインタフェース部を含むアラートシステムのインタフェース。
【請求項５２】
　前記優先度は、少なくとも部分的に、前記アラートが検証されたか否かに基づいて決定
される、請求項５１に記載のインタフェース。
【請求項５３】
　前記優先度は、監視されている容量の複数の画像の解析に基づく、請求項５１に記載の
インタフェース。
【請求項５４】
　前記インタフェース要素は、火及び／又は煙の検出に関連するアラート状況が、火又は
煙について監視されている容量の１つ又は複数の画像に基づいて検証されたことを示すよ
うに構成される、請求項５１～５３のいずれか１項に記載のインタフェース。
【請求項５５】
　前記インタフェースは、前記ビデオ捕捉システムによって捕捉される画像の少なくとも
一部を表示して、オペレータによる前記アラート状況の視覚的確認を可能にする部分を含
む、請求項５１～５４のいずれか１項に記載のインタフェース。
【請求項５６】
　表示される前記画像の前記少なくとも一部は、前記画像の前記少なくとも一部に存在す
ると特定される煙及び／又は火のロケーション、容量、形状、又は他のパラメータの視覚
的指示を含む、請求項５５に記載のインタフェース。
【請求項５７】
　ロケーションを保護するように構成される粒子検出器にテスト物質を届ける輸送システ
ムと、
　前記輸送システムをアクティブ化して、前記テスト物質を届けるアクティブ化手段と、
　前記ロケーションの画像を捕捉するように構成される画像捕捉システムが、前記アクテ
ィブ化を自動的に検出することができるように、前記輸送システムの前記アクティブ化を
通知するインジケータと、
を備える、装置。
【請求項５８】
　前記アクティブ化に関するデータを前記装置に入力して、それにより、記憶又は送信で
きるようにするインタフェースを更に含む、請求項５７に記載の装置。
【請求項５９】
　前記輸送システムは、
　テスト物質生成器、
　テスト物質をテスト物質生成器から前記粒子検出器に輸送するダクト、
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　前記テスト物質を前記装置を通して前記粒子検出器に移動させるファン、ポンプ等、
のうちの少なくとも１つを含む、請求項５７又は５８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記インジケータは、画像での捕捉のために放射線を投射するように構成される１つ又
は複数の放射線エミッタを備える、請求項５７～５９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６１】
　前記装置は同期ポートを備え、それにより、前記装置と外部装置との間でのデータ転送
を可能にする、請求項５７～６０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６２】
　粒子検出システムにおける物理的なロケーションに対応するアドレスを、複数のロケー
ションを監視するビデオ捕捉システムで監視されているロケーションに相関付ける方法で
あって、
　前記アドレスにおいて前記粒子検出システム内の粒子を検出させるステップと、
　前記アドレスに対応する物理的ロケーションを視覚的に示すステップと、
　前記ビデオ捕捉システムによって捕捉される少なくとも１つの画像において、前記物理
的ロケーションの前記視覚的指示を識別するステップと、
　アドレスを、前記ビデオ捕捉システムによって監視される前記複数のロケーションのロ
ケーションに相関付けるステップと、
を含む、方法。
【請求項６３】
　前記アドレスに、
　前記視覚的指示が識別された前記少なくとも１つの画像を捕捉したカメラ、
　前記視覚的指示が識別された前記少なくとも１つの画像を捕捉したカメラのパンパラメ
ータ、チルトパラメータ、又はズームパラメータのうちの１つ又は複数
のうちの１つ又は複数を相関付けるステップを含む、請求項６２に記載の方法。
【請求項６４】
　前記相関データを前記ビデオ捕捉システムに提供するステップを含み、それにより、前
記アドレスにおいて前記粒子検出システムによって粒子が検出される場合、前記粒子検出
システムでのアドレスに対応して画像の選択的な捕捉、記憶、又は表示を可能にする、請
求項６２又は６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記アドレスに対応する物理的ロケーションを視覚的に示すステップは、
　前記ビデオ捕捉システムによって捕捉される画像において捕捉し識別することができる
放射線を投射するステップを含む、請求項６２～６４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６６】
　前記放射線を投射するステップは、放射線源を検出可能なパターンで選択的にアクティ
ブ化するステップを含む、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　前記粒子検出システムで粒子を検出させるステップは、
　前記物理的ロケーション又はその近傍に粒子を放射するステップであって、それにより
、前記アドレスにおいて前記粒子検出システムに検出させる放射ステップを含む、請求項
６２～６６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６８】
　前記アドレスにおいて前記粒子検出システムで粒子を検出させるステップ及び前記アド
レスに対応する物理的ロケーションを視覚的に示すステップは、同時に実行されて、前記
ビデオ捕捉システムによって捕捉される画像と、前記粒子検出システムでの粒子検出イベ
ントとの時間的相関付けを可能にする、請求項６２～６７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６９】
　請求項５７～６１の何れかに記載の装置を使用して実行される、請求項６２～６７のい
ずれか１項に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気容量中の粒子の存在を検出する粒子検出器に関し、より詳細には、マル
チ検出モードを使用して、粒子の存在を検出する検出システムに関する。好ましくは、検
出される粒子は、実際の火、ぼや、又は煙等の熱分解を示す粒子である。
【背景技術】
【０００２】
　煙及び火検出システムは、多くの家庭、ビジネス、インフラ設備、及び機関において生
命及び資産の保護を保証する根本要素である。
【０００３】
　そのようなシステムは、検出器が、監視中のロケーションでの空気容量（空気空間）中
の粒子の存在を検出することができるロケーション（位置）に、検出器を配置する。
【０００４】
　イオン化チャンバ内の粒子の存在を検出するイオン化検出器、比濁計を含む光学煙検出
器、及び空気サンプルを通る光ビームを用いて遮蔽度を測定することにより、解析チャン
バ内の空気サンプル中の粒子の存在を検出する遮蔽度モニタを含め、様々な異なるタイプ
の粒子検出器を使用して、監視中の容量から引き込まれた空気サンプル内の煙を検出する
ことができる。
【０００５】
　監視中のエリアから引き込まれる空気サンプルに対して動作するこれらのタイプの検出
器に加えて、最近では、煙又は火に関して監視されている領域における空気容量で直接、
オープンエリア粒子検出を実行することが試みられている。例えば、ビデオ煙検出は、ビ
デオ解析技法を使用して、煙又は火が、カメラによって撮像中のシーンに存在するか否か
を判断する。ビーム検出器も知られている。このタイプの検出器は基本的に、チャンバな
しで動作するが、その代わりに光ビームを、監視中の空気容量を横切って放射して、容量
中の煙を直接識別する遮蔽度検出器である。
【０００６】
　Ｘｔｒａｌｉｓ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ社は、比濁計と同様に動作するが、粒子検出チャンバ
内の空気サンプルに対して動作する代わりに、放射線ビームを監視中の容量に伝達させ、
容量の一連のビデオ画像においてビームからの散乱光を検出することを含む能動的なビデ
オ煙検出を含む更なる技法も開発した。Ｘｔｒａｌｉｓ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ社は、複数の波
長の放射線及びビデオ画像捕捉を使用して、放射線ビームを遮蔽する粒子を検出する強化
型ビーム検出器技法も開発した。煙粒子の検出は、ビームのビデオ画像を使用して、複数
の波長での遮蔽度の比較を実行することを含む。
【０００７】
　これらの全ての異なる技術及び技法にも拘わらず、粒子、特に煙を検出しようとする場
合になお利益の相反がある。例えば、一方では、予防措置を可能にするために、又は少な
くとも火が制御不可能になる前に行動をとろうとするために、早期に粒子を検出すること
が望ましい。これを行うためには、高感度機器が望ましい。他方、過度に感度の高い機器
は、頻繁な誤検出に繋がるおそれがあり、誤検出は気を散らし、対処にコストがかかる。
さらに、煙検出システムを使用して、火の厳密なロケーションを特定することが望ましい
。これは、ポイント（又はスポット）検出器を使用して達成することが難しいことがあり
、その理由は、監視中のエリアに多数のポイント（又はスポット）検出器を配置する必要
があり、それが非現実的に高価であるためである。ビデオ煙検出システムはこれらの欠点
のうちの幾つかを克服するが、煙の検出において信頼性がより低く、監視されている容量
内の干渉物体に起因する誤検出をより発生させやすい。
【０００８】
　粒子検出器の故障又は誤作動の結果は深刻であるため、これらのシステムは通常、使用
に関する厳密な基準及び規制によっても影響される。これは、煙及び火の監視に関して敷
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地所有者が利用できる選択肢が通常、これらの法的に要求される基準を満たすシステムに
制限されることを意味する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、煙及び他の粒子を検出するより柔軟なシステムが必要とされるとともに、
エンドユーザにとってより好ましい方法で、上述したトレードオフのうちの幾つかに対処
することも必要とされる。
【００１０】
　本明細書におけるいかなる従来技術への参照も、この従来技術が、濠国又は任意の他の
法域において共通一般知識の一部をなすこと、又はこの従来技術が、当業者によって関連
するものとして確認され、理解され、見なされることが妥当に予期可能であることの承認
又はいずれの形態での示唆ではなく、そのように解釈されるべきではない。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様では、空気容量中の粒子を検出する粒子検出装置が提供され、この
装置は、空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、空気容
量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射して、容量中の粒子と相互作用し、それ
により、空気容量中の粒子の存在の検出を可能にする少なくとも１つの放射線エミッタと
を含む。好ましくは、粒子は煙粒子である。
【００１２】
　好ましくは、粒子検出装置は、放射線ビームの少なくとも一部からの放射線を検知する
ように位置決めされる少なくとも１つのセンサを含む。より好ましくは、センサは、放射
線ビームの少なくとも一部の画像を捕捉するように位置決めされるカメラである。
【００１３】
　本発明の第２の態様では、空気容量中の粒子を検出する粒子検出装置が提供され、この
装置は、空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、空気容
量を通る放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得し、取得された相互作用を解析し
て、空気容量中の粒子の存在を示すように位置決めされる少なくとも１つのセンサとを含
む。好ましくは、センサは、放射線ビームの少なくとも一部の画像を捕捉するように位置
決めされるカメラである。
【００１４】
　本発明の第３の態様では、空気容量中の粒子を検出する粒子検出装置が提供され、この
装置は、空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、空気容
量の一連の画像を捕捉し、空気容量中の粒子の検出を可能にするように構成される少なく
とも１つのカメラとを含む。好ましくは、この装置は、一連の画像を解析して、空気容量
中の粒子の存在を検出するプロセッサシステムを含む。一形態では、プロセッサは、ビデ
オ解析技法を適用して、噴煙及び／又は炎のうちの一方又は両方が、一連の画像内に存在
することを検出することができる。代替又は追加として、プロセッサは、一連の画像にお
いて、容量中に放射される放射線の存在を検出し、それにより、放射された放射線と相互
作用する粒子を検出することができる。
【００１５】
　上述した各粒子検出装置は、マルチモード粒子検出システムの構成要素として使用し得
る。さらに、粒子検出への、上述したマルチモード粒子検出装置の使用が提供される。
【００１６】
　本発明の第４の態様では、空気容量中の粒子を検出するマルチモード粒子検出システム
が提供され、このシステムは、少なくとも１つの粒子検出装置を含み、少なくとも１つの
粒子検出装置は、空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と
、空気容量の少なくとも一部を通る放射線ビームを投射する少なくとも１つの放射線エミ
ッタとを含み、システムは、放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するように位
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置決めされる少なくとも１つのセンサと、放射線ビームの少なくとも一部からの情報を解
析して、空気容量中の粒子を検出する解析手段とを更に含む。一実施形態では、少なくと
も１つのセンサは、粒子検出装置の構成要素として統合し得、又は代替的には、少なくと
も１つのセンサは、粒子検出装置とは別個であり得る。
【００１７】
　本発明の第５の態様では、空気容量中の粒子を検出するマルチモード粒子検出システム
が提供され、システムは、少なくとも１つの粒子検出装置を含み、少なくとも１つの粒子
検出装置は、空気容量を表す空気サンプルの中の粒子の存在を検出する内部検出器と、放
射線ビームの少なくとも一部から情報を取得するように位置決めされる少なくとも１つの
センサとを含み、システムは、空気容量の少なくとも一部を通る放射線ビームを投射する
少なくとも１つの放射線エミッタと、放射線ビームの少なくとも一部からの情報を解析し
て、空気容量中の粒子を検出する解析手段とを更に含む。
【００１８】
　本発明の第６の態様では、空気容量中の粒子を検出するマルチモード粒子検出システム
が提供され、このシステムは、空気容量中の粒子の存在を検出する内部検出器を有する粒
子検出装置を含む、内部検出モードを定義する装置と、外部検出モードを定義する装置と
を含み、外部検出モードを定義する装置は、空気容量の少なくとも一部を通る放射線ビー
ムを投射する少なくとも１つの放射線エミッタと、放射線ビームの少なくとも一部から情
報を取得するように位置決めされる少なくとも１つのセンサと、放射線ビームの少なくと
も一部からの情報を解析して、空気容量中の粒子を検出する解析手段とを含み、内部検出
モードの粒子検出装置及び外部検出モードの少なくとも１つの放射線エミッタ又は少なく
とも１つのセンサのうちの両方又は一方は、一体装置を形成する。
【００１９】
　本発明の一実施形態では、上述した任意のシステムは、システムの構成要素として、放
射線ビームを反射するか、又はリダイレクトする反射器を更に含み得る。
【００２０】
　好ましくは、少なくとも１つの粒子検出装置及び反射器は別個の装置であるが、反射器
は、粒子検出装置に統合し得る。
【００２１】
　好ましくは、少なくとも１つのセンサは、放射線ビームの少なくとも一部の画像を捕捉
するように位置決めされるカメラである。
【００２２】
　好ましくは、カメラは、粒子検出装置とは別個の装置であるが、カメラは粒子検出装置
に統合し得る。
【００２３】
　好ましくは、解析手段は、画像で捕捉される散乱放射線を使用して、粒子が空気容量中
に存在するか否かを判断する。この散乱放射線は、前方散乱放射線又は後方散乱放射線の
何れかであり得る。本発明の別の態様では、上述したマルチモード粒子検出システムの設
置が提供される。
【００２４】
　本発明の別の態様では、粒子検出への、上述したマルチモード粒子検出システムの使用
が提供される。
【００２５】
　本発明の第７の態様では、マルチモード粒子検出システムを使用して容量中の粒子を検
出する方法が提供され、この方法は、空気の容量の一部を表す空気サンプルを解析するこ
とであって、それにより、内部粒子検出器を有する粒子検出装置を使用して、第１の検出
モードに従って粒子を検出する、解析することと、少なくとも１つの粒子検出基準が、第
１の検出モードで満たされる場合、第２の検出モードをアクティブ化することとを含み、
アクティブ化することは、空気容量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射するこ
とと、放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得することと、放射線ビームの少なく
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とも一部からの情報を解析することであって、それにより、空気容量中の粒子を検出する
、解析することとを含み、（ｉ）放射線ビームを投射すること及び（ｉｉ）放射線ビーム
の少なくとも一部についての情報を取得することのうちの少なくとも一方のステップは、
粒子検出装置を使用して行われる。
【００２６】
　本発明の第８の態様では、マルチモード粒子検出システムを使用して空気容量中の粒子
を検出する方法が提供され、この方法は、第１の検出モードに従って粒子を検出すること
を含み、検出することは、空気容量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射するこ
とと、放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得することと、放射線ビームの少なく
とも一部からの情報を解析することであって、それにより、空気容量中の粒子を検出する
、解析することと、少なくとも１つの粒子検出基準が、第１の検出モードにおいて満たさ
れる場合、第２の検出モードをアクティブ化することとを含み、第２の検出モードをアク
ティブ化することは、空気容量の一部を表す空気サンプルを解析することであって、それ
により、内部粒子検出器を有する粒子検出装置を使用して粒子を検出する、解析すること
を含み、（ｉ）放射線ビームを投射すること及び（ｉｉ）放射線ビームの少なくとも一部
についての情報を取得することのうちの少なくとも一方のステップは、粒子検出装置を使
用して行われる。
【００２７】
　好ましくは、放射線ビームの少なくとも一部についての情報を取得するステップは、放
射線ビームの少なくとも一部の画像を捕捉することを含む。
【００２８】
　好ましくは、情報を解析するステップは、粒子が、画像において捕捉される散乱放射線
を使用して、空気容量中にあるか否かを判断することを含む。
【００２９】
　好ましくは、放射線ビームを投射するステップは、放射線ビームを反射器に投射するこ
とを含む。
【００３０】
　一態様では、上述した方法は、ビデオ解析を使用する第３の検出モードを更に含む。好
ましくは、ビデオ解析を実行して、粒子の存在を検証する。最も好ましい方法では、検証
はオペレータに通知される。
【００３１】
　一実施形態では、煙及び／又は火検出システムと、ビデオ検証システムとを含む検出シ
ステムが提供される。煙及び／又は火検出システムは、監視されている容量中の煙及び／
又は火の存在を検出するように構成される。
【００３２】
　ビデオ検証システムは、監視されている容量の少なくとも一部の画像を捕捉し、画像を
解析して、画像に煙及び／又は火が見えることを判断するように構成される。画像に煙及
び／又は火が見えると判断され、煙及び／又は火が煙及び／又は火検出システムによって
検出される場合、アラート出力が生成される。好ましくは、検出システムは、煙及び／又
は火検出システムによって検出される煙及び／又は火の存在が検証される出力を提供する
ように構成される。
【００３３】
　煙及び／又は火検出システムは、従来の煙及び／又は火検出システムであってもよく、
又は本明細書の他のどこかで記載されるマルチモード検出システムであってもよい。
【００３４】
　本発明の別の態様では、アラートシステムが提供され、このシステムは、煙及び／又は
火の存在を示すセンサシステムから、検知された状況を示す信号を受信する少なくとも１
つの第１の入力と、ビデオ捕捉システムから導出される信号を受信する少なくとも１つの
第２の入力とを含み、アラートシステムは、少なくとも１つの第１の入力に基づいて第１
のアラート状況を示し、検知される状況が、ビデオ捕捉システムから導出される信号によ
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って検証される場合、第２のアラート状況を示すように構成される。
【００３５】
　アラートシステムは、ビデオ捕捉システムによって捕捉される一連の画像を第２の入力
で受信し、画像を処理して、煙及び／又は火が、ビデオ捕捉システムによって捕捉される
一連の画像に存在するか否かを判断することができる。
【００３６】
　代替的には、アラートシステムは、煙及び／又は火が、ビデオ捕捉システムによって捕
捉される画像に存在することを示す信号をビデオ捕捉システムから受信することができる
。この場合、ビデオ画像は、追加として、第２の入力で受信し得る。ビデオ画像は、画像
に存在すると判断される煙及び／又は火のロケーション、容量、形状、又は他のパラメー
タの視覚的指示を含み得る。
【００３７】
　別の態様では、本発明は、複数のアラート状況を示すインタフェース部を含むアラート
システムのインタフェースを提供し、このインタフェースは、火及び／又は煙検出に関連
するアラート状況と、火及び／又は煙検出に関連するアラート状況が検証されたことを示
すように構成されるインタフェース要素とを含む。好ましくは、インタフェース要素は、
火及び／又は煙の検出に関連するアラート状況が、火又は煙について監視されている容量
の１つ又は複数の画像に基づいて検証されたことを示すように構成される。
【００３８】
　最も好ましくは、検証は、一連の画像を解析して、煙又は火の画像が捕捉画像に存在す
ることを特定することによって自動的に実行される。
【００３９】
　インタフェース要素は、例えば、アイコン、印、色選択、英数字インジケータ、示され
るステータスレベル、又は表示スタイル若しくは順序でのバリエーション、又はアラート
状況が検証されたことを伝える別のインタフェース要素の変更若しくは変調であることが
できる。
【００４０】
　インタフェースは、追加として、ビデオ捕捉システムによって捕捉される画像の少なく
とも一部を表示して、オペレータによるアラート状況の視覚的確認を可能にする部分を含
むことができる。この場合、表示される画像の少なくとも一部は、画像に存在すると特定
される煙及び／又は火のロケーション、容量、形状、又は他のパラメータの視覚的指示を
含み得る。
【００４１】
　別の態様では、各ロケーションに配置される複数のセンサに対応する煙及び／又は火検
出データを受信することと、各ロケーションの少なくとも１つの画像を受信することと、
インタフェースを提供することであって、受信される煙及び／又は火検出データ、各ロケ
ーションの少なくとも１つの画像の解析、ロケーションに関連する１つ又は複数の特性を
記述するロケーションパラメータデータのうちの少なくとも１つに基づいて決定される優
先度レベルに従って、各ロケーションの少なくとも１つの画像の表示を閲覧するインタフ
ェースを提供することとを含む方法が提供される。
【００４２】
　この方法は、受信される煙及び／又は火検出データに対応する１つ又は複数のアラート
を生成することを含むことができる。
【００４３】
　受信される煙及び／又は火検出データは、検出される煙及び／又は火の容量、並びに／
或いは煙及び／又は火の容量の増大速度等のパラメータを含むことができる。
【００４４】
　この方法は、決定される優先度レベルに基づいて、受信される煙及び／又は火検出デー
タに対応する１つ又は複数のアラートの表示に優先度を付与することを含むことができる
。
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【００４５】
　別の態様では、本発明は、複数のアラート状況を示すインタフェース部を含むアラート
システムのインタフェースを提供し、このインタフェースは、火及び／又は煙検出に関連
するアラート状況と、火及び／又は煙検出に関連するアラート状況の優先度を示すように
構成されるインタフェース要素とを含む。
【００４６】
　好ましくは、優先度は、少なくとも部分的に、アラートが検証されたか否かに基づいて
決定される。最も好ましくは、優先度は、監視されている容量の複数の画像の解析に基づ
く。
【００４７】
　インタフェース要素は、火又は煙に関して監視されている容量の１つ又は複数の画像に
基づいて、火及び／又は煙検出に関連するアラート状況が検証されたことを示すように構
成することができる。
【００４８】
　インタフェースは、追加として、ビデオ捕捉システムによって捕捉される画像の少なく
とも一部を表示して、オペレータによるアラート状況の視覚的確認を可能にする部分を含
むことができる。この場合、表示される画像は、画像に存在すると特定される煙及び／又
は火のロケーション、容量、形状、又は他のパラメータの視覚的指示を含み得る。
【００４９】
　幾つかの実施形態では、火及び／又は煙検出に関連するアラート状況の優先度は、少な
くとも部分的に、火、煙雲、又は粒子雲のうちの何れか１つのサイズ、強度、密度、成長
度のうちの何れか１つ又は複数の自動測定に基づいて決定することができる。
【００５０】
　この方法は、所与のアラートの場合、受信される煙及び／又は火検出データ、各ロケー
ションの少なくとも１つの画像の解析、ロケーションに関連する１つ又は複数の特性を記
述するロケーションパラメータデータのうちの何れか１つ又は複数に基づいて調査優先度
を示すことを含むことができる。
【００５１】
　最も好ましくは、調査優先度を示すステップは、一連のロケーションの画像を表示すべ
きシーケンスを順序付けることを含み、調査優先度は、ロケーションの画像の視覚的検査
により、アラートの原因の発端が発見される尤度を増大させるように決定される。
【００５２】
　ロケーションパラメータデータは、少数を挙げれば、ロケーションの実際の位置、他の
ロケーションに相対する位置、ロケーションでの部屋若しくは他の物の構造、風速若しく
は空気流速、方向、パターン、ロケーションの使用パターン、使用タイプ、又はＨＶＡＣ
システムパラメータ等のロケーションに関連する特性を記述することができる。
【００５３】
　本発明の別の態様では、ロケーションを保護するように構成される粒子検出器にテスト
物質を届ける輸送システムと、輸送システムをアクティブ化して、テスト物質を届けるア
クティブ化手段と、ロケーションの画像を捕捉するように構成される画像捕捉システムが
、アクティブ化を自動的に検出することができるように、輸送システムのアクティブ化を
通知するインジケータとを備える装置が提供される。
【００５４】
　この装置は、アクティブ化に関するデータを装置に入力して、それにより、記憶又は送
信できるようにするインタフェースを更に含むことができる。輸送システムは、テスト物
質生成器、テスト物質をテスト物質生成器から粒子検出器に輸送するダクト、テスト物質
を装置を通して粒子検出器に移動させるファン、ポンプ等のうちの少なくとも１つを備え
ることができる。インジケータは、好ましくは、画像での捕捉のために放射線を投射する
ように構成される１つ又は複数の放射線エミッタを備える。装置は、同期ポートを備える
ことができ、それにより、装置と、粒子検出システム又はビデオ捕捉装置等の外部装置と
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の間でのデータ転送を可能にする。
【００５５】
　別の態様では、粒子検出システムにおける物理的なロケーションに対応するアドレスを
、複数のロケーションを監視するビデオ捕捉システムで監視されているロケーションに相
関付ける方法が提供され、この方法は、アドレスにおいて粒子検出システム内の粒子を検
出させることと、アドレスに対応する物理的ロケーションを視覚的に示すことと、ビデオ
捕捉システムによって捕捉される少なくとも１つの画像において、物理的ロケーションの
視覚的指示を識別することと、アドレスを、ビデオ捕捉システムによって監視される複数
のロケーションのロケーションに相関付けることとを含む。
【００５６】
　方法は、好ましくは、アドレスに、視覚的指示が識別された少なくとも１つの画像を捕
捉したカメラ、視覚的指示が識別された少なくとも１つの画像を捕捉したカメラのパンパ
ラメータ、チルトパラメータ、又はズームパラメータのうちの１つ又は複数のうちの１つ
又は複数を相関付けることを含む。
【００５７】
　方法は、相関データをビデオ捕捉システムに提供することを含むことができ、それによ
り、アドレスにおいて粒子検出システムによって粒子が検出される場合、粒子検出システ
ムでのアドレスに対応して画像の選択的な捕捉、記憶、又は表示を可能にする。本明細書
に記載されるように、これにより、特定の検出イベントのビデオ検証が可能になる。
【００５８】
　アドレスに対応する物理的ロケーションを視覚的に示すステップは、ビデオ捕捉システ
ムによって捕捉される画像において捕捉し識別することができる放射線を投射することを
含むことができる。これは、放射線源を検出可能なパターンで選択的にアクティブ化する
ことを含むことができる。例えば、光源のオンオフ変調。
【００５９】
　粒子検出システムで粒子を検出させるステップは、物理的ロケーション又はその近傍に
粒子を放射することであって、それにより、アドレスにおいて粒子検出システムに検出さ
せる、放射することを含む。
【００６０】
　アドレスにおいて粒子検出システムで粒子を検出させるステップ及びアドレスに対応す
る物理的ロケーションを視覚的に示すステップは、好ましくは、同時に実行されて、ビデ
オ捕捉システムによって捕捉される画像と、粒子検出システムでの粒子検出イベントとの
時間的相関付けを可能にする。
【００６１】
　最も好ましくは、この方法は、本発明の先の態様の装置を使用して実行される。
【００６２】
　別の態様では、本明細書に記載される何れか１つの方法の少なくとも一部を実行するよ
うにプログラムされる容量システムが提供される。
【００６３】
　本明細書において使用される場合、文脈により他のことが要求される場合を除き、「備
える」並びに「備えている」、「含む」、及び「備えた」等のその用語の変形は、更なる
付加物、構成要素、整数、又はステップの除外を意図しない。
【００６４】
　本発明の更なる態様及び先の段落に記載される態様の更なる実施形態は、添付図面を参
照し、例として与えられる以下の説明から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】装置１と、別個のセンサユニットとを含むマルチモード粒子検出システムの説明
のための例を提供する。
【図２】装置２と、別個の放射線放射ユニットとを含むマルチモード粒子検出システムの
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説明のための例を提供する。
【図３】装置１と、装置２とを含むマルチモード粒子検出システムの説明のための例を提
供する。
【図４】装置３と、反射器とを含むマルチモード粒子検出システムの説明のための例を提
供する。
【図５】３つのマルチモード検出器（装置１、２、及び３に基づく）と、別個の放射線放
射ユニットとを含む粒子検出システムの説明のための例を提供する。
【図６】装置１と、別個のセンサユニットとを含むマルチモード粒子検出システムの説明
のための例を提供する。
【図７】装置２と、別個の放射線放射ユニットとを含むマルチモード粒子検出システムの
説明のための例を提供する。
【図８Ａ】本発明の様々な実施形態で使用可能な１型検出装置を示す概略ブロック図であ
る。
【図８Ｂ】本発明の様々な実施形態で使用可能な２型検出装置を示す概略ブロック図であ
る。
【図８Ｃ】本発明の様々な実施形態で使用可能な３型検出装置を示す概略ブロック図であ
る。
【図９】ビデオ検証を用いる煙検出システムを使用して監視されている建物のマップを示
す図である。
【図１０】本明細書に記載される本発明の一実施形態による自動検証を実施するアラート
システムの例示的なインタフェースを示す。
【図１１】本明細書に記載される本発明の一実施形態による自動検証を実施するアラート
システムの例示的なインタフェースを示す。
【図１２】図９に示されるタイプのシステムの作動及び／又はテストに使用される装置の
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　本発明は粒子検出システムに関する。図示の実施形態でのシステムは、対象となる空気
容量（すなわち、空気容量）中の粒子の存在を特定する複数の検出モードを含む。検出モ
ードのうちの２つは大きく、内部粒子検出モード及び外部粒子検出モードとして言い表す
ことができる。これらのモードが動作する順序は、システムの特定の動作パラメータに応
じて可変である。すなわち、第１のモードは内部検出モードであり、第２のモードは外部
検出モードであり、又は第１のモードは外部検出モードであり、第２のモードは内部検出
モードである。必要であれば、追加の検出モードを追加することができる（例えば、第３
の検出モード）。
【００６７】
　内部検出モードは、内部粒子検出システムを有する装置の使用を通して動作する。内部
検出モードには、対象となる空気容量を表す空気サンプルが提供されるか、又は内部検出
モードは空気サンプルを取得する。サンプルは、空気を通しての粒子の拡散のリレー又は
対流等の受動手段を通して取得することができる。代替的には、サンプルは能動的手段に
よって取得することができ、その場合、装置は吸引圧力をかけて、空気を内部検出器に引
き込む。取得されると、空気サンプルは内部粒子検出器によって解析される。内部粒子検
出器は、比濁計若しくは遮蔽度検出器のような光学粒子検出器であってもよく、又はイオ
ン化検出器であってもよく、他の検出機構を使用することも可能である。
【００６８】
　一実施形態では、内部検出モードは、粒子濃度を検出することが可能である。様々な粒
子濃度に関連付けられた異なるアラームレベルがあり得る。例えば、様々な異なる粒子濃
度をカバーする様々な粒子濃度閾値帯を設定し得る。各粒子濃度閾値は、閾値に関連付け
られたアラームをトリガーする最小粒子濃度値と、次の粒子濃度閾値の最小粒子濃度に対
応する最大粒子濃度とを有する。この最大濃度値（すなわち、次の濃度閾値の最小濃度値
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）に達すると、アラームレベルが発生する。このようにして、オペレータは、アラームの
緊急性及び／又は重要性を判断することができる。
【００６９】
　外部検出モードは、空気容量からサンプルを引き込むのではなく、光学システムを使用
して直接、空気容量を監視する検出システムの使用を通して動作する。従来の遮蔽度型ビ
ーム検出器、能動的なビデオ煙検出器、又はオープンエリア煙撮像検出器の使用等の空気
容量を監視する幾つかの適する光学手段がある。これらのメカニズムの多くについては、
Ｘｔｒａｌｉｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ．Ｌｔｄ社による先の出願に記載されており
、例えば、国際公開出願第２００４／１０２４９８号パンフレット、同第２００６／０５
０６７０号パンフレット、同第２００９／０６２２５６号パンフレット、同第２００９／
１４９４９８号パンフレット、及び同第２０１０／１２４３４７号パンフレットを参照の
こと。これらはそれぞれ、参照により本明細書に援用される。この第２の検出モードは、
放射線ビームの監視と、ビームの状態又は特性の変化の結果としての粒子の検出とを含む
。
【００７０】
　したがって、この粒子検出システムの粒子検出器は広く、少なくとも、（ｉ）内部粒子
検出システムを有する粒子検出器と、（ｉｉ）空気容量を通して放射線ビームを投射する
放射線エミッタと、（ｉｉｉ）放射線ビームの少なくとも一部を監視するセンサと、（ｉ
ｖ）センサによって取得された情報を解釈し、空気容量中に粒子が存在するか否かを判断
する解析手段とを含む幾つかの構成要素を備える。
【００７１】
　放射線ビームは、可視スペクトルに入る放射線と、赤外線、紫外線、又はより長いか、
若しくは短い波長帯等のスペクトルの不可視部分に入る放射線とを含め、電磁放射線の任
意の波長を含むことができる。特定の実施形態では、使用される放射線は、狭い帯に制限
されるが、他の実施形態では、放射線は広帯域幅をカバーする。ビームは、コリメート、
平坦、又は発散を含め、任意のジオメトリのものであり得る。放射線ビームは、レーザ、
レーザダイオード、ＬＥＤ、又は他の十分な強度の放射線源によって生成し得る。
【００７２】
　一実施形態では、内部検出モードは、内部粒子検出システムとして吸気式粒子検出器を
使用する。この内部検出モードは様々な外部検出モードとペアにすることができ、それら
の外部検出モードの幾つかについては上述してある。潜在的な構成の非限定的な開示を以
下に提供する。
【００７３】
　一実施形態では、外部検出モードは、レーザ等の放射線ビームを使用して、部屋等の領
域を監視する。この実施形態ではカメラであるセンサを使用して、レーザビームの経路を
含め、部屋の部分の画像を捕捉する。粒子がレーザビームの経路に存在する場合、レーザ
ビームからの光は散乱する。次に、プロセッサは、散乱光がカメラによって捕捉されるか
否かに基づいて、粒子が存在するか否かを判断する。
【００７４】
　別の実施形態では、外部検出モードは、レーザ等の放射線ビームを使用して、部屋等の
領域を監視する。この実施形態ではフォトダイオードであるセンサを使用して、レーザビ
ームの強度を測定する。レーザビームの経路内の粒子は、レーザビームの強度を低減し、
フォトダイオードによって測定される強度を低減させる。次に、プロセッサは、レーザビ
ームの強度が低減されるか否かに基づいて、粒子が存在するか否かを判断する。
【００７５】
　更なる実施形態では、外部検出モードは、放射された少なくとも２つの放射線ビームを
使用して、部屋等の領域を監視する。この実施形態では、ビームは異なる波長を有し、例
えば、１つのビームは紫外線放射線であり得、他方は赤外線放射線であり得る。この場合
は複数のピクセルを有する撮像チップ（すなわち、デジタルカメラで使用されるような）
であるセンサを使用して、各ビームの強度を監視する。次に、プロセッサは、何れかのビ
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ームの強度変化に基づいて、粒子が存在するか否かを判断する。
【００７６】
　システム内のこれらの構成要素の構成は様々であり得る。粒子検出器が上記で列挙され
た構成要素のうちの幾つかの組み合わせ又は全てを含み得ることが理解されるだろう。マ
ルチモード粒子検出器装置の可能な構成を含む幾つかの異なる実施形態について後述する
。これらの構成は、可能な構成を示すことを意図され、可能な構成の範囲の限定を意図さ
れない。
【００７７】
　一実施形態では、（ｉ）内部粒子検出システムを有する粒子検出器と、（ｉｉ）空気容
量を通して放射線ビームを投射する放射線エミッタとを含む粒子検出装置が提供される。
この装置は、本明細書全体を通して１型装置と呼ぶことにする。図８Ａは１型装置８００
を示す。装置８００は、粒子検出チャンバ８０４を含む筐体８０２を含む。検出チャンバ
８０４は、比濁計若しくは遮蔽度検出器のような光学粒子検出器又はイオン化検出器が挙
げられるが、これらに限定されない、粒子の存在を検出する任意のタイプのメカニズムを
使用することができる。
【００７８】
　空気サンプルは、筐体への流入路８０８を通して、例えば、ダクトを介して、又は筐体
８０２の壁を通るアパーチャを通して直接、検出チャンバ８０４に導入される。チャンバ
８０４は制御システム８０６に接続され、制御システム８０６は、検出チャンバ８０４の
出力信号を処理し、適するアラーム論理を出力信号に適用して、粒子の存在を特定するか
、又は処理された出力信号を、チャンバの出力信号を処理するのに適する関連付けられた
装置（例えば、ファイアパネル又は中央コントローラ）に渡す電子システムを含む。した
がって、制御システム８０６には、データ通信インタフェース８１０が提供され、このイ
ンタフェースを介して、データを外部装置と交換することができる。ユーザインタフェー
ス（図示せず）を提供することもできる。装置８００は、光ビームを放射する光源８１４
及び（任意選択的な）光学システム８１６も含む。放射線ビーム８１５は、監視されてい
る容量を横切り、本明細書に記載のように、オープンエリア検出プロセスを実行可能なよ
うに放射される。電力は、電力接続８１２を介して装置８００に送られる。この例では、
任意選択的な吸気装置８１８が提供されて、監視中の容量から検出チャンバ８０４に空気
サンプルを引き込む。
【００７９】
　制御システム８０６は、予め定義されるイベントの発生時、例えば、外部装置からの信
号の受信時若しくは内部チャンバによる粒子の検出時等、又は何らかの他の方式に従って
、例えば、周期的に、ランダム、何らかの他の関連イベントの発生時に、光源８１４をア
クティブ化するように構成される。
【００８０】
　別では、（ｉ）内部粒子検出システムを有する粒子検出器と、（ｉｉ）放射された放射
線ビームの少なくとも一部を監視するセンサとを含む粒子検出装置が提供される。この装
置は、本明細書全体を通して２型装置と呼ぶことにする。
【００８１】
　図８Ｂは２型装置８２０を示す。装置８２０は、図８Ａの装置８００と同様のものであ
り、共通部分は同じ参照符号で付番される。１型装置と２型装置との主な違いは、光源の
代わりに、２型装置８２０がセンサ８２２と、（任意選択的な）関連付けられた光学シス
テム８２４とを含むことである。光センサ８２２は、監視中の容量の少なくとも一部から
の放射線を検出するように構成され、それにより、煙及び／又は火の存在を検出するか、
又は検証することができる。好ましい形態では、センサはビデオカメラ等である。装置８
２０は、カメラ８２２が領域の画像を捕捉して、ビデオ煙及び／又は炎検出を実行可能に
するか、又はビーム検出器、能動的なビデオ煙検出システム、又は他のオープンエリア光
学煙検出システムの一部を形成する放射線センサであり得るように構成することができる
。
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【００８２】
　制御システム８０６は、１型装置に関連して上述したように周期的に、又は連続してカ
メラをアクティブ化するように構成される。連続動作の利点は、センサ（センサがカメラ
である場合）がさらに、監視中の容量のセキュリティカメラとしても動作可能であり、さ
らに、より詳細に後述するようなビデオ解析プロセスの実行を支援することができること
である。
【００８３】
　更なる実施形態では、（ｉ）内部粒子検出システムを有する粒子検出器と、（ｉｉ）空
気容量を通して放射線ビームを投射する放射線エミッタと、（ｉｉｉ）放射された放射線
ビームの少なくとも一部を監視するセンサとを含む粒子検出装置が提供される。この装置
は、本明細書全体を通して３型装置と呼ぶことにする。
【００８４】
　図８Ｃは３型装置８４０を示す。装置８４０は、図８Ａ及び図８Ｂの装置８００及び８
２０と同様でありを含み、共通部分は同じ参照符号で付番される。しかし、３型装置８４
０は、送信器８１４及びセンサ８２２の両方を含む。装置８２０は送信器８１４及びセン
サ８２２の両方を有するため、反射器を使用して、又は後方散乱ジオメトリにおいて反射
器を使用せずに、反射器又はＡＶＳＤ検出器を使用して単独ビーム検出器として動作する
ことができる。装置８０２は、他の装置、例えば、単独式光源、カメラ、若しくはセンサ
、又は他の１型、２型、若しくは３型装置と協働して、複数の外部検出器を形成すること
もできる。さらに、上述した各実施形態は、粒子検出器の一部として、放射線ビームから
センサによって取得される情報を解釈する解析手段を含んでもよく、又は粒子検出器から
解析手段を除外してもよい。
【００８５】
　粒子検出システムは、単一の装置又は複数の装置を含み得、粒子検出装置の様々な非限
定的な実施形態は、１型、２型、及び３型装置として上述されている。粒子検出システム
は、少なくとも１つの粒子検出装置を含むことに加えて、追加の粒子検出器、放射線エミ
ッタ、及び／又はセンサを含むこともできる。粒子検出システムは、粒子検出の少なくと
も内部モード及び外部モードが可能なように構成される十分な構成要素を含まなければな
らない。
【００８６】
　場合によっては、粒子検出システムに、粒子検出装置の一部としてであるか、それとも
粒子検出装置とは別個の構成要素としてであるかに関係なく、複数の放射線放射構成要素
を含むことが望ましい。同様に、場合によっては、複数のロケーションにわたり放射線ビ
ームを監視するか、又は複数の放射線ビームを監視する（例えば、複数のエミッタが使用
される場合）複数のセンサを含むことが望ましい。追加又は補足的な構成要素の使用が、
バックアップを提供してもよく、又は追加領域をカバーするか、若しくは単一のみのエミ
ッタ若しくはセンサを用いて可能な容量よりも広い容量の空気をカバーするのを支援して
もよい。
【００８７】
　幾つかの実施形態では、粒子検出システムは、追加として反射器を含み得る。反射器は
、１型、２型、若しくは３型装置のうちの任意の装置の構成要素として、又は別個の装置
の構成要素として含むことができる。反射器は、１つのみの反射面を有してもよく、又は
複数の反射面を有してもよい。反射器は、例えば、入射ビームに対して略固定された角度
で光ビームを反射するように構成される角反射器であり得る。代替的には、反射器は、入
射ビーム又は反射ビームの経路を変更するように操縦可能であり得る。全体を通して引用
される「放射線ビーム」という用語は、任意の入射部及び反射部を含め、放射からのビー
ム全体を包含することが意図される。
【００８８】
　本発明は、マルチモード粒子検出システムを使用して空気容量中の粒子を検出する方法
にも関する。この方法は、第１の検出モードに従って粒子を検出して、第２の検出モード
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に従って粒子を検出することを含む。したがって、粒子検出基準のうちの少なくとも１つ
が、第１の検出モードにおいて満たされる場合、第２の検出モードがアクティブ化される
。
【００８９】
　上述したように、内部検出モードは、内部検出粒子検出器を有する装置の使用を通して
粒子を検出する（上述したように）。外部検出モードは、空気容量を光学的に監視する検
出システムの使用を通して粒子を検出する。外部検出モードがアクティブな場合、少なく
とも１つの放射線エミッタは、空気容量の少なくとも一部を通して放射線ビームを投射す
る。次に、センサが、放射線ビームの少なくとも一部から情報を取得する。解析器は、情
報を解析して、空気容量中の粒子の存在を検出する。
【００９０】
　この方法では、（ｉ）放射線ビームを投射すること又は（ｉｉ）放射線ビームの少なく
とも一部についての情報を取得することのうちの少なくとも一方のステップが、粒子検出
装置を使用して行われる。すなわち、内部検出モードによる粒子検出に加えて、粒子検出
装置は、（ｉ）放射線ビームを投射すること又は（ｉｉ）放射線ビームの少なくとも一部
についての情報を取得することの何れかにより、外部検出モードによっても粒子を検出す
る。
【００９１】
　第１の検出モードは、能動的な検出モードであり、連続して実行してもよく、又はスケ
ジュールに従って周期的に実行してもよい。第１の検出モードは、内部検出メカニズムで
あってもよく、又は外部検出メカニズムであってもよい。第１の検出モードが内部検出メ
カニズムである場合、第２の検出モードは外部検出メカニズムである。逆に、第１の検出
モードが外部検出メカニズムである場合、第２の検出モードは内部検出メカニズムである
。
【００９２】
　一実施形態では、第１の検出モードは、非標準の承認された粒子検出モードであり得、
且つ／又は粒子センサからある距離にある粒子を検出することが可能である（すなわち、
外部粒子検出メカニズムを使用する）。この場合、第１の検出モードは、粒子検出時に第
１のアラーム状態を提供する。この第１のアラーム状態は、第２の粒子検出モードをトリ
ガーするプレアラームであり、第１のアラーム状態のアクティブ化の指示を電子的に通信
して（例えば、火災アラーム制御パネル又は監視システムに）、第１の検出モードが粒子
を検出したことを示すこともできる。第２の粒子検出モードは、標準の承認された粒子検
出モードであってもよく、且つ／又は内部粒子検出メカニズムを使用して粒子を検出する
ことができる。第２の検出モードが粒子を検出する場合、第２のアラーム状態が提供され
る。この第２のアラーム状態は、粒子の検出を積極的に示し、粒子が検出されたことを示
すより高いレベルのアラームをオペレータに提供し得、したがって、第１のアラーム状態
を検証するか、若しくはアラーム状態の重要レベルを増大させ、又はアラームをトリガー
させ得る。
【００９３】
　別の態様では、粒子検出の第１の検出モードは、承認された粒子検出モードであり、高
感度粒子検出を提供し得、且つ／又は内部粒子検出メカニズムを使用して粒子を検出する
。第１の検出モードが粒子を検出する場合、第１のアラーム状態が提供される。このモー
ドが、承認される粒子検出モードであるため、第１のアラーム状態は、粒子の検出を積極
的に示し、粒子が検出されたことを示す高レベルアラームをオペレータに提供してもよく
、又はアラームをトリガーしてもよい。第１のアラーム状態は、第２の粒子検出モードも
トリガーし、第２のモードは、粒子のビデオ検証又は能動的なビデオ検出を提供する。こ
の第２の粒子検出モードは、空気容量中の粒子の位置に関する位置情報を提供する。
【００９４】
　一実施形態では、第１の検出モードは外部検出モードであり、第２の検出モードは内部
検出モードである。この実施形態では、第１の検出モードは、能動的なビデオ検出システ
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ム等の外部粒子検出メカニズムを使用し、第２の検出モードは、内部比濁型構成を有する
ポイント検出器又は吸気粒子検出器等の内部粒子検出システムを使用する。
【００９５】
　アクティブな場合、第１の検出モードの方法は、監視されている空気容量中の少なくと
も一部を通して放射線ビームを投射することと、放射線ビームの少なくとも一部から情報
を取得することと、放射線ビームの少なくとも一部からの情報を解析して、空気容量中の
粒子を検出することとを含む。粒子が検出される場合、第１のアラームがトリガーされる
。第１のアラームは、スイッチボード上の光を照明して、粒子が検出されたことを示し得
、且つ／又は第１のアラームは、粒子検出イベントが行われたことをオペレータに通知し
得る。第１のアラームのトリガーにより、第２の粒子検出モードがアクティブ化される。
【００９６】
　アクティブな場合、第２の粒子検出モードは、空気容量の一部を表す空気サンプルを解
析して、粒子を検出することと、内部粒子検出器を有する粒子検出装置を使用することと
、少なくとも１つの粒子検出基準が満たされる場合、第２のアラームをアクティブ化する
こととを含む。
【００９７】
　この方法では、（ｉ）放射線ビームを投射すること又は（ｉｉ）放射線ビームの少なく
とも一部についての情報を取得することのうちの少なくとも一方は、粒子検出装置を使用
して行われる。
【００９８】
　必要に応じて、追加の検出モードを追加し得る。システムに応じて、第２のアラーム状
態は、第３の粒子検出モードをトリガーすることもできる。第３の粒子検出モードは、別
の外部粒子検出方法であり得、例えば、粒子が検出された場所に関連する位置情報を提供
する。この情報は、上述したように放射線ビームから推定してもよく、又はビデオ検証モ
ードであってもよい。この場合、第１及び第３の検出モードは、カメラ等の検出システム
の同じ物理的構成要素を共有し得る。
【００９９】
　この実施形態のシステムを動作させる代替の方法では、第１の粒子検出手段（外部粒子
検出手段である）を使用して、第２の粒子検出手段の感度を変更し得る。感度は、状況に
応じて増減し得る。例えば、第１の検出モードは、粒子の存在を検出する場合、第２の粒
子検出手段を高感度モードにして、粒子の可能な限り早期の確認を達成する信号を出力す
ることができる。代替的には、別個の動作方法では、第１及び第２の検出モードの両方は
同時に動作している。第１の検出モードにより粒子が検出されると、第２の検出モードの
感度を増大させ得る。
【０１００】
　別の実施形態では、第１の検出モードは内部検出モードであり、第２の検出モードは外
部検出モードである。この実施形態では、第１の検出モードは、内部比濁型構成を有する
ポイント検出器又は吸気粒子検出器等の内部粒子検出システムを使用し、第２の検出モー
ドは、能動的なビデオ検出システム等の外部粒子検出メカニズムを使用する。
【０１０１】
　アクティブな場合、第１の粒子検出モードは、空気容量の一部を表す空気サンプルを解
析して、粒子を検出することと、内部粒子検出器を有する粒子検出装置を使用することと
、少なくとも１つの粒子検出基準が満たされる場合、第１のアラームをアクティブ化する
こととを含む。第１のアラームは、粒子の積極的な検出を示し、したがって、アラームが
トリガーされ得、且つ／又は粒子が検出されたことをオペレータに通知され得る。第１の
アラームは第２の検出モードをアクティブ化する。
【０１０２】
　アクティブな場合、第２の検出モードの方法は、監視されている空気容量中の少なくと
も一部を通して放射線ビームを投射することと、放射線ビームの少なくとも一部から情報
を取得することと、放射線ビームの少なくとも一部からの情報を解析して、空気容量中の
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粒子を検出することとを含む。第２の検出モードは、空気容量中の粒子の位置に関する位
置情報を取得するためのものである。この方法では、（ｉ）放射線ビームを投射すること
又は（ｉｉ）放射線ビームの少なくとも一部についての情報を取得することのうちの少な
くとも一方は、粒子検出装置を使用して行われる。
【０１０３】
　必要に応じて、追加の検出モードを追加し得る。システムに応じて、第２のアラーム状
態は、第３の粒子検出モードをトリガーすることもできる。この場合、第３の粒子検出モ
ードはビデオ検証モードである。この場合、第２及び第３の検出モードは、カメラ等の検
出システムの同じ物理的構成要素を共有し得る。
【０１０４】
　更に別の実施形態では、第１又は第２の検出モードのいずれも、アラームシステムとイ
ンタフェースせず、その代わり、第１及び第２の検出モードは両方とも、制御パネル（火
災制御パネル等）とインタフェースする。
【０１０５】
　粒子検出装置及びシステムは、システムの特定の構成に応じて幾つかの異なる方法に従
って動作することができる。粒子検出システムの様々な構成のうちの幾つかを含む幾つか
の異なる実施形態について、例において説明する。ここでも、これらの例は可能な構成を
示すことが意図され、非限定的に意図される。
【０１０６】
　図１は、１型装置（１０２）と、別個のセンサユニット（１０５）とを含むマルチモー
ド粒子検出システムの説明のための例を提供する。部屋（１０１）にマルチモード粒子検
出装置（１０２）が取り付けられる。装置（１０２）は、内部粒子検出器（図示せず）と
、放射線エミッタ（１０３）とを含む。放射線エミッタは、放射線ビーム（１０４）を放
射することができる。部屋（１０１）にはセンサ（１０５）も取り付けられ、センサは、
この特定の実施形態では、カメラである。カメラ（１０５）は、境界線（１０６ａ）及び
（１０６ｂ）で示される視野を有する。
【０１０７】
　この例では、装置（１０２）の内部検出器を使用する第１の粒子検出モードは、部屋（
１０１）内の空気容量の一部を表す空気サンプルを解析する。粒子検出基準の少なくとも
１つが、第１の検出モードで満たされる場合、第１のアラームがトリガーされ、第２の検
出モードがアクティブ化される。第１のアラームは、粒子が検出されたことをオペレータ
に警告し、建物のアラームをアクティブ化し得る。第２の粒子検出モードでは、装置（１
０２）は、装置（１０２）に統合された放射線エミッタ（１０３）から放射線ビーム（１
０４）を放射する。放射線ビーム（１０４）の一部は、カメラ（１０５）の視野（１０６
ａ）及び（１０６ｂ）内に入る。カメラ（１０５）はビームの画像を捕捉する。この例で
は、これらの画像は、前方散乱放射線及び／又は後方散乱放射線について解析される。こ
の散乱放射線は、空気容量中の粒子の位置情報を提供する。さらに、ビデオ解析モードを
アクティブ化して、粒子の存在の視覚的なビデオ確認をオペレータに提供し得る。第２の
検出モード及びビデオ解析モードは、同じカメラを共有し得る。
【０１０８】
　システムを動作させる代替の方法では、第１の粒子検出モードは、装置（１０２）に統
合された放射線エミッタ（１０３）から放射線ビーム（１０４）を放射する１型装置（１
０２）を使用する。放射線ビーム（１０４）の一部は、カメラ（１０５）の視野（１０６
ａ）及び（１０６ｂ）内に入る。カメラ（１０５）はビームの画像を捕捉し、前方散乱放
射線及び／又は後方散乱放射線を解析し、粒子が空気容量中に存在するか否かを判断する
。粒子が検出されると、第１のアラームがトリガーされ、第２の検出モードがアクティブ
化される。第１のアラームは、この場合、粒子が検出されたことを示す低レベルアラーム
である。この第２の検出モードでは、装置（１０２）の内部検出器は、部屋（１０１）内
の空気容量の一部を表す空気サンプルを解析する。粒子検出基準の少なくとも１つが、第
２の検出モードにおいて満たされる場合、第２のアラームがトリガーされる。この第２の
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アラームは、より高い給金性レベルでの粒子の存在の指示をオペレータに提供する優先度
のより高いアラームである。この第２のレベルアラームは、建物のアラームをトリガーす
ることもできる。さらに、第２のアラームは、ビデオ解析に基づいて第３の検出モードを
トリガーし得、このモードでは、カメラをアクティブ化させて、粒子の存在の視覚的ビデ
オ検証をオペレータに提供し得る。第１の検出モード及び第３の検出モードは、同じカメ
ラを共有し得る。
【０１０９】
　図２は、２型装置（２０２）と、別個の放射線放射ユニット（２０３）とを含むマルチ
モード粒子検出システムの説明のための例を提供する。部屋（２０１）にマルチモード粒
子検出装置（２０２）及び放射線放射ユニット（２０３）が取り付けられる。装置（２０
２）は、内部粒子検出器（図示せず）と、センサ（２０５）とを含み、この実施形態では
、センサはカメラである。カメラは、境界線（２０６ａ）及び（２０６ｂ）で示される視
野を有する。放射線放射装置（２０３）は、放射線ビーム（２０４）を放射することがで
きる放射線エミッタ（２０７）を有する。
【０１１０】
　この例では、装置（２０２）の内部検出器を使用する内部粒子検出モードは、部屋（２
０１）内の空気容量の一部を表す空気サンプルを解析する。粒子検出基準の少なくとも１
つが、この検出モードで満たされる場合、アラームがトリガーされ、適切な場合、更なる
検出モードがアクティブ化される。
【０１１１】
　外部粒子検出モードは、放射線ビーム（２０４）を放射線エミッタ（２０７）から放射
する放射線放射ユニット（２０３）を使用して動作可能である。放射線ビーム（２０４）
の一部は、カメラ（２０５）の視野（２０６ａ）及び（２０６ｂ）内に入る。カメラ（２
０５）は装置（２０２）に統合される。カメラ（２０５）は、放射線ビーム（２０４）の
画像を捕捉する。この例では、これらの画像は、前方散乱放射線及び／又は後方散乱放射
線について解析される。この散乱放射線は、空気容量中の粒子の位置情報を提供する。外
部粒子検出モードによって粒子が検出されると、アラームがトリガーされ、適切な場合、
更なる検出モードがアクティブ化される。
【０１１２】
　図１のシステムと同様に、図２のシステムは、（ｉ）第１の検出モードが内部検出モー
ドであり、第２の検出モードが外部検出モードであるか、又は（ｉｉ）第１の検出モード
が外部検出モードであり、第２の検出モードが内部検出モードであるように動作すること
ができる。さらに、システムは、上述したように、第３の検出モードを含み得る。
【０１１３】
　図３は、１型装置（３０２）と、２型装置（３０５）とを含むマルチモード粒子検出シ
ステムの説明のための例を提供する。部屋（３０１）に、第１の粒子検出装置（３０２）
及び第２の粒子検出装置（３０５）という２つのマルチモード粒子検出装置が取り付けら
れる。第１の粒子検出装置（３０２）は、内部粒子検出器（図示せず）と、放射線エミッ
タ（３０３）とを含む。放射線エミッタは、放射線ビーム（３０４）を放射することがで
きる。第２の粒子検出装置（３０５）は、内部粒子検出器（図示せず）と、センサ（３０
６）とを含み、この実施形態では、センサはカメラである。カメラは、境界線（３０７ａ
）及び（３０７ｂ）で示される視野を有する。
【０１１４】
　この例では、第１の粒子検出モードは、第１の粒子検出装置（３０２）及び第２の粒子
検出装置（３０５）の内部検出器を使用して動作する。これらの内部検出器は、部屋（３
０１）内の空気容量の一部を表す空気サンプルを解析する。粒子検出基準の少なくとも１
つが、第１の検出モードにおいて、第１の粒子検出装置（３０２）又は第２の粒子検出装
置（３０５）の何れかによって満たされる場合、第１のアラームがトリガーされ、第２の
検出モードがアクティブ化される。このモードでは、第１の検出装置（３０２）は、装置
（３０２）に統合された放射線エミッタ（３０３）から放射線ビーム（３０４）を放射す
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る。第２の検出装置（３０５）はセンサ（３０６）を含み、この場合、センサは、（３０
７ａ）及び（３０７ｂ）によって画定される視野を有するカメラである。カメラ（３０６
）は、第２の検出装置（３０５）に統合される。放射線ビーム（３０４）の一部は、カメ
ラ（３０６）の視野（３０７ａ）及び（３０７ｂ）内に入る。カメラ（３０６）は、放射
線ビーム（３０４）の画像を捕捉する。この例では、これらの画像は、前方散乱放射線及
び／又は後方散乱放射線について解析される。この散乱放射線は、空気容量中の粒子の位
置情報を提供する。
【０１１５】
　先のように、図３のシステムは、（ｉ）第１の検出モードが内部検出モードであり、第
２の検出モードが外部検出モードであるか、又は（ｉｉ）第１の検出モードが外部検出モ
ードであり、第２の検出モードが内部検出モードであるように動作することができる。さ
らに、システムは、上述したように、第３の検出モードを含み得る。
【０１１６】
　図４は、３型装置（４０２）と、反射器（４０５）とを含むマルチモード粒子検出シス
テムの説明のための例を提供する。部屋（４０１）にマルチモード粒子検出装置（４０２
）が取り付けられる。装置（４０２）は、内部粒子検出器（図示せず）と、放射線エミッ
タ（４０３）と、センサ（４０４）とを含み、この特定の実施形態では、センサはカメラ
である。エミッタ（４０３）及びカメラ（４０４）は両方とも、装置（４０２）に統合さ
れる。カメラ（４０４）は、境界線（４０７ａ）及び（４０７ｂ）で示される視野を有す
る。部屋（４０１）は反射器（４０５）も含む。放射線エミッタ（４０３）は放射線ビー
ム（４０６）を放射し、これは、ミラーで反射され、カメラ（４０４）の視野（４０７ａ
）及び（４０７ｂ）を通る。
【０１１７】
　この例では、内部粒子検出モードは、装置（４０２）の内部検出器を使用して、部屋（
４０１）内の空気容量の一部を表す空気サンプルを解析する。粒子検出基準の少なくとも
１つが、内部検出モードで満たされる場合、アラームがトリガーされ、アラームのトリガ
ーにより、追加の検出モードをアクティブ化し得る（例えば、これが第１の検出モードで
ある場合、粒子が検出されると、第２の検出モードがトリガーされる）。
【０１１８】
　粒子検出システムは、外部粒子検出モードも含む。装置（４０２）は、装置（４０２）
に統合された放射線エミッタ（４０３）から放射線ビーム（４０６）を放射する。装置（
４０２）はセンサ（４０４）も含み、この場合、センサは、（４０７ａ）及び（４０７ｂ
）によって画定される視野を有するカメラである。カメラ（４０４）は装置（４０２）に
統合される。放射線ビーム（４０６）は、部屋（４０１）を通して投射され、反射器（４
０５）を使用して反射され、カメラ（４０４）の視野（４０７ａ）及び（４０７ｂ）を通
る。カメラ（４０４）は、放射線ビーム（４０６）の画像を捕捉する。この例では、これ
らの画像は、前方散乱放射線及び／又は後方散乱放射線について解析される。この散乱放
射線は、空気容量中の粒子の位置情報を提供する。粒子が検出される場合、アラームがト
リガーされ、アラームのトリガーにより、追加の検出モードをアクティブ化し得る（上述
したように）。
【０１１９】
　先の例と同様に、内部粒子検出モード又は外部粒子検出モードの何れかが第１又は第２
のモードであり得ることが一般に理解される。ビデオ検証等の追加の粒子検出モードを利
用してもよいことも一般に理解される。
【０１２０】
　図５は、変更された１型装置（５０４）、２型装置（５０３）、及び変更された３型装
置（５０２）である３つのマルチモード検出器を含む粒子検出システムの説明のための例
を提供する。部屋（５０１）に、第１の粒子検出装置（５０２）、第２の粒子検出装置（
５０３）、及び第３の粒子検出装置（５０４）である３つのマルチモード粒子検出装置が
取り付けられる。第１の粒子検出装置（５０２）は、内部粒子検出器（図示せず）と、幾
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つかの放射線エミッタ（５０５ａ）及び（５０５ｂ）と、幾つかのセンサ（５０７ａ）及
び（５０７ｂ）とを含み、この実施形態では、センサはカメラである。放射される各放射
線は、放射線ビーム（５０６ａ）及び（５０６ｂ）をそれぞれ放射する。各カメラはそれ
ぞれ、点線（５０８ａ）及び（５０８ｂ）並びに（５０９ｃ）及び（５０９ｂ）で示され
る視野を有する。第２の粒子検出装置（５０４）は、内部粒子検出器（図示せず）と、幾
つかの放射線エミッタ（５１０ａ）及び（５１０ｂ）とを含む。各放射線エミッタは、線
（５１１ａ）及び（５１１ｂ）で示される放射線をそれぞれ放射する。第３の粒子検出装
置（５０３）もシステムに含まれる。第３の粒子検出装置は、内部粒子検出器（図示せず
）と、センサ（５１２）とを含み、この実施形態では、センサはカメラである。カメラ（
５１２）は、（５１３ａ）及び（５１３ｂ）で示される視野を有する。この例では、放射
線ビーム（５０６ａ）及び（５０６ｂ）はカメラ（５１２）の視野を通り、放射線ビーム
（５１１ａ）はカメラ（５０７ｂ）の視野を通り、放射線ビーム（５１１ｂ）はカメラ（
５０７ａ）の視野を通る。
【０１２１】
　この例では、内部粒子検出モードは、第１の粒子検出装置（５０２）、第２の粒子検出
装置（５０３）、及び第３の粒子検出装置（５０４）の内部検出器を使用して、部屋（５
０１）内の空気容量の一部を表す空気サンプルを解析する。粒子検出基準の少なくとも１
つが、第１の粒子検出装置（５０２）、第２の粒子検出装置（５０３）、又は第３の粒子
検出装置（５０４）によって満たされる場合、アラームがトリガーされ、更なる粒子検出
モードをアクティブ化し得る。
【０１２２】
　外部検出モードでは、第１の検出装置（５０２）は、放射線エミッタ（５０５ａ）及び
（５０５ｂ）から放射線ビーム（５０６ａ）及び（５０６ｂ）をそれぞれ放射し、これら
のエミッタは第１の装置（５０２）に統合される。さらに、このモードでは、第３の検出
装置（５０４）は、放射線エミッタ（５１０ａ）及び（５１０ｂ）から放射線ビーム（５
１１ａ）及び（５１１ｂ）をそれぞれ放射し、これらのエミッタは第３の装置（５０４）
に統合される。第１の検出装置（５０２）はセンサ（５０７ａ）及び（５０７ｂ）を含み
、この場合、これらのセンサは、（５０８ａ）及び（５０８ｂ）並びに（５０９ａ）及び
（５０９ｂ）によって画定される視野を有するカメラである。カメラ（５０７ａ）及び（
５０７ｂ）は、第１の検出装置（５０２）に統合される。放射線ビーム（５１１ａ）の一
部は、カメラ（５０７ｂ）の視野内に入る。放射線ビーム（５１１ｂ）の一部は、カメラ
（５０７ａ）の視野内に入る。カメラは、各放射線ビームの画像を捕捉する。第２の検出
装置（５０３）はセンサ（５１２）を含み、この場合、センサは、（５１３ａ）及び（５
１３ｂ）によって画定される視野を有するカメラである。カメラ（５１２）は、第２の検
出装置（５０３）に統合される。放射線ビーム（５０６ａ）及び（５０６ｂ）の一部は、
カメラ（５１２）の視野内に入る。カメラは、放射線ビーム（５０６ａ）及び（５０６ｂ
）のそれぞれの画像を捕捉する。この例では、これらの画像は、前方散乱放射線及び／又
は後方散乱放射線について解析される。この散乱放射線は、空気容量中の粒子の位置情報
を提供する。粒子が検出される場合、アラームがトリガーされ、アラームのトリガーによ
り、追加の検出モードをアクティブ化し得る（上述したように）。
【０１２３】
　上記実施形態では、外部粒子検出モードの説明のための例は、静的、線形、又はコリメ
ートビームを使用する。本発明は、この方法に限定されるものと見なされるべきではない
。本発明の実施形態は、鉛筆様ビームではなく、２Ｄシート、円柱形、又は他の空間パタ
ーン等のより複雑な形状を有する放射線ビームを生成するソースを用いることができる。
そのような検出モードの一実施態様は、図４２、図４３、及び図４５に関連して米国特許
出願第２０１１／００５８１６７号明細書に記載されている。他の例では、レーザビーム
は、ホログラムを通り、シート若しくはパターンを生成するか、又はカメラのシャッタが
開かれている間にレーザを素早く掃引して、シートを生成することができる。他の技法も
可能である。
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【０１２４】
　先の例と同様に、内部粒子検出モード又は外部粒子検出モードの何れかが第１又は第２
のモードであり得ることが一般に理解される。ビデオ検証等の追加の粒子検出モードを利
用してもよいことも一般に理解される。
【０１２５】
　図６及び図７は、図１及び図２に示されるものと同様の構成をそれぞれ提供する。これ
らの図を除き、外部粒子検出の方法はレーザビームの減衰の測定を通しての方法である。
【０１２６】
　特に、図６は、１型装置（６０２）と、センサ（６０５）とを含む粒子検出システムを
含む部屋（６０１）の一例を提供する。粒子検出装置（６０２）は、粒子を検出する内部
センサ（図示せず）と、装置に統合される放射線エミッタ（６０３）とを有する。センサ
（６０５）は、カメラ又はフォトダイオード等の光検出センサであり得るが、この場合、
センサはカメラである。
【０１２７】
　内部粒子検出モードは、装置（６０２）の内部センサを使用する。外部粒子検出モード
は、装置（６０２）の光エミッタ（６０３）と、カメラ（６０５）との組み合わせを使用
する。光エミッタ（６０３）は、空気容量を通して放射線ビーム（６０４）を投射する。
カメラ（６０５）は、受け取るビーム（６０４）の強度を測定する。粒子の存在は、ビー
ムの強度を減少させ、これは粒子の存在を示す。
【０１２８】
　図７は、略同じように動作する、図６に示される構成に対する代替の構成を提供する。
基本的に、図７は、２型装置（７０２）と、放射線エミッタ（７０３）とを含む粒子検出
システムを含む部屋（７０１）の一例を提供する。粒子検出装置（７０２）は、粒子を検
出する内部センサ（図示せず）と、装置に統合されるカメラ（７０５）とを有する。
【０１２９】
　本発明者等は、図８Ｂに示されるような２型装置又はセキュリティカメラ若しくは専用
画像捕捉システム等の別の撮像装置の何れかを使用して、アラートの検証及び他の煙及び
／又は火検出プロセスを提供して、誤検出状況を最小に抑えることができることも識別し
た。この点に関して、第１の動作モードでは、本明細書に記載されるような粒子検出シス
テム又は任意の従来の粒子検出システムを使用して、初期粒子検出プロセスを実行するこ
とができる。第１の閾値レベル、例えば、プレアラームレベルで粒子が検出されると、ビ
デオ検証プロセスを開始することができる。ビデオ検証プロセスは、監視されている容量
の複数の画像の解析を実行して、捕捉画像での煙又は火の存在を特定することを含むこと
ができる。様々なビデオ解析技法が、画像での煙又は火の存在の特定に使用されることが
分かっており、したがって、これについては本明細書において詳述しない。そのようなビ
デオ解析技法は通常、煙及び／又は火と同等の視覚的特性を有する画像内の特徴を検出す
る画像の解析並びに／或いは画像内の煙及び／又は火の程度を特定することを含む。
【０１３０】
　幾つかの実施形態では、シーンのビデオ画像を連続して捕捉することができ、好ましく
は、ビデオ解析も連続して実行される。そのようなシステムでは、第１の閾値レベル、例
えば、プレアラームレベルで粒子が検出されると、ビデオ解析の現在の状態又は続く状態
が使用される。これには、ビデオ解析システムが、粒子の検出前に捕捉されたビデオ画像
及び他のデータへのアクセスを有するという利点があり、これはこの性能を支援すること
ができる。
【０１３１】
　連続ビデオ捕捉及び解析の他の利点は、ビデオ解析を連続して実行し得、任意の１型、
２型、又は３型装置に先だって粒子を検出し得ることである。この場合、ビデオ解析は、
アラームをトリガーするように構成することができる。１型、２型、又は３型装置が続け
て粒子を検出する場合、アラームの状態を、本明細書の他のどこかで説明されるように、
検証済みアラームに変更するか、又は検出直後に検証済みとみなすことができる。
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【０１３２】
　より高度な実施形態では、ビデオ解析検出の１つ又は複数のチャネルと、１つ又は複数
の１型、２型、又は３型検出器との組み合わせは、ダブルノックのように動作し得る。こ
の場合、アラームをトリガーするには、２つ又は３つ以上の検出器が、ユーザ定義可能な
時間枠内で粒子を検出していなければならない。好ましくは、定義された時間枠内で粒子
を検出した２つ（又は３つ以上）の検出器は、同じ空気容量を監視しているが、場合によ
っては、関連するロケーションを監視し得る。これらの例では、ビデオ解析システムは、
連続して実行してもよく、又は１型、２型、又は３型検出器のうちの１つ又は複数が粒子
を検出した場合、画像の捕捉又は解析を開始してもよい。
【０１３３】
　一次粒子検出システムによって検出されるアラート状況が、ビデオ検証システムによっ
て検証される場合、粒子検出出力に割り当てられるアラートレベルを上昇させることがで
きるか、又は検出されたイベントが検証されたことの指示をシステムのユーザに与えるこ
とができる。さらに、空気容量の画像をシステムのユーザに提示して、人間による検証を
支援することができる。これらの画像は、素早い手動検証の支援として、ビデオ検証シス
テムによって画像内のどこに、煙及び／又は火が存在すると特定されたかの指示を含むよ
うに提示することができる。
【０１３４】
　代替の動作モードでは、ビデオ解析プロセスを連続して（又は必要に応じて所定の期間
にわたり）実行することができ、捕捉画像が煙及び／又は火の画像を含むと判断される場
合、他の煙又は火検知システムの動作をトリガーするか、又は変更することができる。例
えば、センサの感度を、例えば早期検出が優先されるように閾値検知レベル又はアラーム
遅延時間を低減することにより、増大することができる。
【０１３５】
　図９は、複数の部屋を含む建物９００の間取り図である。各部屋は、各カメラによって
監視されるゾーンに属するものとして示される。この点に関して、ゾーン１はカメラ９０
１によって監視され、ゾーン２はカメラ９０２によって監視され、ゾーン３はカメラ９０
３によって監視され、ゾーン４はカメラ９０４によって監視され、ゾーン５はカメラ９０
５によって監視され、ゾーン６はカメラ９０６によって監視され、ゾーン７はカメラ９０
７によって監視され、ゾーンｎはカメラ９０８によって監視される。
【０１３６】
　各ゾーンは粒子検出器９１０．１～９１０．ｎも含む。粒子検出器９１０．１～９１０
．ｎは、ポイント検出器、吸気検出器、ビーム検出器、上述したオープンエリア能動的ビ
デオ検出器、又は本明細書において他のどこかで説明される１型、２型、又は３型に従っ
て作られる検出器を含む任意のタイプのものであり得る。粒子検出器９１０．１～９１０
．ｎはそれぞれ、ＦＡＣＰ又は中央コントローラ９１２の形態の建物煙アラームシステム
に接続され、そのシステムでアドレスを有するものとして個々に識別し得、それにより、
建物９００内の火検出ロケーションを火災アラームシステムによって特定することができ
る。火災アラームシステム内の煙検出のロケーションは、任意の様式で、例えば、本出願
人によって出願された豪州特許出願第２０１２９０４５１６号明細書、同第２０１２９０
４８５４号明細書、及び同第２０１３２００３５３号明細書の何れかに記載される何れか
１つの技法を使用して特定することができる。これらの技法は特に、吸気粒子検出システ
ムで使用されるように構成される。ポイント検出器の場合、検出のロケーションは容易に
特定される。各カメラ９０１～９０８は、中央制御システム９１２に接続される。中央制
御システム９１２はビデオ解析システムであり、複数のカメラからビデオフィードを受信
して解析する。中央コントローラは、ビデオフィードを記憶し、リアルタイムで、又はイ
ベントが検出される際にオンデマンドで中央監視ステーションに送信することもできる。
コントローラ９１２は、通信チャネルを介して中央監視ステーション（ＣＭＳ）９１４に
接続され、ＣＭＳにおいて、火関連及びセキュリティ関連の両方のアラーム状況を監視す
ることができる。代替の実施形態では、コントローラ９１２及びＦＡＣＰの機能は、単一
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の装置に結合することができる。中央監視ステーション９１４の機能をコントローラ９１
２において実行することもできる。同様に、カメラ、他のセキュリティシステム（図示せ
ず）、及び火及び／又は煙検出器は、全ての監視及び解析（すなわち、コントローラ９１
２及びＦＡＣＰの機能）を直接実行するリモートＣＭＳに直接接続することができる。
【０１３７】
　これより、図９の建物９００のゾーン２で火災が始まる状況を考える。この場合、部屋
内に配置されるセンサシステム９１０．２が、噴煙９１１内の煙粒子の存在を検出し、ア
ラート信号を火災アラーム制御パネル（ＦＡＣＰ）に送信する。そのようなシステムで従
来通りのように、センサ９１０．２の出力信号は、検出された粒子のレベル又は検出器の
アラーム論理に従って決定されるアラーム状態を示すことができる。火災アラーム制御パ
ネルは、中央コントローラ９１２を介してこのアラートデータを中央監視ステーション９
１４に通信し、ステーションにおいて、スタッフは建物９０内の状況を監視することがで
きる。システムはビデオ検証機能を含むため、検出器９１０．２によってゾーン２におい
て粒子が検出されると、カメラ９０２を使用するビデオ検証がアクティブ化される。カメ
ラ９０２は、画像の捕捉（先に画像を捕捉していなかった場合）又は画像の解析の何れか
を開始して、煙が画像から存在すると検証することができるか否かを判断する。カメラ９
０２からのビデオフィードは、中央コントローラ９１２に提供される。中央コントローラ
９１２は、カメラ９０２によって捕捉される一連のフレームに対してビデオ解析を実行し
て、画像内に、カメラ９０２の視野９０２．１内の煙又は炎の存在を示す視覚的特徴があ
るか否かを判断する。このビデオ解析は、コントローラ９１２又は中央監視ステーション
９１４の何れかで実行することができる。解析が中央監視ステーション９１４で実行され
る場合、解析のために、恐らくは圧縮された形態のビデオ画像を現場コントローラ９１２
から中央監視ステーション９１４に送信する必要がある。カメラ９０２によって捕捉され
る画像で煙又は火災が検出されると、中央監視ステーション９１４で実行中のアラートシ
ステムが、煙検出器９１０．２によって示されたアラート状況がビデオ解析システムによ
って検証されたことを示すように、その出力を変更することができる。この検証から、ユ
ーザは、誤検出の可能性が低いことを推測することができる。
【０１３８】
　中央監視ステーション９１４を監視中のユーザに、火災又は煙アラームが検証されたこ
とを示すことにより、そのアラームの重要性レベルが上昇する。したがって、システムを
監視している人物が、アラートに対してより迅速に行動することが促進される。図１０及
び図１１は、本発明の実施形態により中央監視ステーションに提供することができる２つ
の代替のインタフェースを示す。まず図１０を参照すると、インタフェースは複数のビデ
オ表示パネル１００１、１００２、１００３、及び１００４を含み、各パネルは、監視さ
れている建物９００内の異なるカメラから捕捉される画像を表示する。大きな表示枠１０
０１が、アラートが発生したシーンを視覚的に検査できるように、監視システムのユーザ
にロケーションのより近いビューを与えるために提供される。より小さな表示枠１００２
～１００４は、適切な方式に従って循環し得るか、又は代替的には、対応するゾーンでの
アラートレベルに従った優先順位でランク付け得る。インタフェース１０００の下部はイ
ベントリスト１００７を含む。イベントごとに、イベントデータが表示され、システムの
ユーザに、特定の応答行動を実行する一連のボタン１００９が提供される。イベントごと
に、以下のデータが表示される：イベントの数値リストであるイベント番号１０１２、後
にアクセスするためにログ記録されたイベントデータのインデックス付けに使用されるイ
ベントのシステム全体で一意の識別子である「イベントＩＤ」１０１４、イベントの性質
を説明するイベント説明１０１６、イベントの優先度ランクであるイベントレベル１０１
８、イベントのステータス１０２０のインジケータ、例えば、イベントのステータスがア
ラームであるか、それとも誤りであるか、それとも他の特定のタイプのアラートであるか
のインジケータ、一連の行動ボタン１０２２．１、１０２２．２、１０２２．３。
【０１３９】
　本例でのイベント番号５は、最高アラートステータスを有し、ここでより詳細に説明す
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る。イベント番号５は、煙がゾーン２で検出されたことの指示である。この例では、煙は
、アラームを発すべきことを示すレベルで、粒子検出器９１０．２によって検出されてい
る。ステータス列において、ビデオ解析システムがカメラ９０２の出力を解析し、煙及び
火が存在すると判断したため、イベントは「アラーム検証済み」として示される。検証を
システムのユーザに示すために、インタフェースは、イベント番号５に対応するステータ
スボックスを強調表示し、アラームが「検証済み」であることをテキスト形態で示してい
る。さらに気付かれるように、ゾーン２の画像は、ビデオ解析システムによって検出され
た煙及び火のロケーションの視覚的インジケータ１００８を含む。これに関して、ビデオ
解析システムは、カメラ９０２によって捕捉された一連の画像の解析を実行しており、煙
を表すと判断された画像内の領域の周りに境界又はエッジを示している。さらに、画像１
０１０内のゾーンの指示は、火災を生じさせている炎を表すように見えるように示される
。
【０１４０】
　図１１は、図１０のインタフェースに対する代替のインタフェースを示し、これらの２
つの図のインタフェースの違いは、イベント番号５のステータスが「検証」されたことを
単に示すのではなく、図１１のインタフェースが、イベントのアラームレベル及び検証レ
ベルに従って各イベントをイベントリストに並べることだけである。これは、システム内
のその他のイベントと比較して、イベント番号５により大きな優先度を与えるべきである
ことを更に強調表示する。
【０１４１】
　イベントが、自動ビデオ検証システムによって検出されて検証されると、イベントに応
答して行動をとると判断するのは、システムの人間ユーザによる。人は、イベントの却下
（１０２２．２）を選び得るか、イベントに対応するビデオフィードの閲覧（ボタン１０
２２．１）を選び、更に調査をし得るか、又は警察、消防隊、若しくは他の適切な緊急事
態対応サービスへの通報により、外部アラームを発することを選び得る。これは、示され
る閲覧ボタン（１０２２．１）、却下ボタン（１０２２．２）、又は通報ボタン（１０２
２．３）を使用して、図１０及び図１１のインタフェースを使用して実行することができ
る。
【０１４２】
　本発明の更なる実施形態では、ビデオ解析システムが、保留中のイベントの調査におい
てユーザを更に支援することが有利である。この点に関して、システムのユーザは、例え
ば、イベントの発端となった場所を特定するか、又はイベントの真の原因が何であるか、
例えば、何かに火が付いているか、又は何に火が燃え移る危険があり、煙検出イベントの
原因となっているかを特定することにより、アラートの原因を調査したいことがある。そ
のような情報は、アラート状況に対する対応戦略を決定するに当たって特に有益であるこ
とができる。例えば、厳密に何に火が付いているかがわかっている場合、適切な鎮圧戦略
を実施することができる。さらに、火を囲んでいる任意の物を視覚的に検査して、どのレ
ベルの対応が必要かを判断することができる。例えば、重要な機器又は危険若しくは可燃
性の物品が、火がある上のエリアの周囲にある場合、より迅速な対応又は全避難が必要で
あり得、一方、火が比較的開けたエリア又は不燃性の物品があるエリアで検出される場合
、より遅い（又は少なくとも異なる）対応が無難であり得る。
【０１４３】
　検査プロセスを支援するために、中央監視ステーションに、１つ又は複数のカメラ及び
状況センサからのアラーム出力を解析し、イベントの原因又は性質について推奨される調
査の順序についてユーザに推奨するソフトウェアを提供することができる。例えば、ソフ
トウェアシステムは、監視されている設備内の部屋及び物品の相対位置についてのマップ
又は他の地理的データを記憶し、どの検出器がアラート状況を検知したかを表すデータを
使用して、火の発端となった可能性が高い中央ポイント又は調査優先度を決定することが
できる。例えば、図１０及び図１１では、検証済みアラームがゾーン２で検知されており
、未検証のアラームがゾーン３で検知されている。プレアラームもゾーン１で検知されて
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いる。炎の存在（図１０において１０１０で示される）の検証が可能ではない状況では、
中央監視ステーションは、ゾーン２、次にゾーン３、その後にゾーン１、その後にゾーン
Ｎの順序で、他のゾーンでの手動解析順を推奨する。これは、ゾーン２、３、及び１の受
信アラートレベルと、ゾーン２、３、Ｎ、及び７の出入り口への近さと、ゾーン１がそれ
らのゾーン間の通路であることとに基づく。他の実施形態では、他の要因が、検査順の決
定に役割を果たすことができ、例えば、建物の空調リターンダクトが位置９２０に配置さ
れる場合、検出器９１４０．１２の出力は、他の検出ポイントよりも頻繁に煙を示す傾向
を有するため、全ての「上流」検出器よりも低い優先度のものとして扱うことができる。
【０１４４】
　したがって、例えば、ゾーン２及びゾーン１で検出器９１０．２２において検出される
場合、ゾーン２が火災の原因である可能性が高い。逆に、検出器９１０．１１及び９１０
．１２のみが煙を検出するが、他の検出器は検出しない場合、ゾーン１が火災状況の原因
である可能性が高い。
【０１４５】
　図１０においてイベント５にビデオ検証プロセスが適用されない場合、ゾーン２及び３
のアラームレベルが、その他の点では同一であることに留意することも有用である。ビデ
オ検証なしでは、物理的な検査なしで火災が実際にゾーン２に存在し、ゾーン３には存在
しないことを判断する基となる追加情報がない。これは明らかに、本明細書に記載のビデ
オ検証プロセスにより、まず、火災が実際に存在するゾーン２を対応のターゲットにする
ことが可能な対応戦略を支援する。
【０１４６】
　図示された実施形態に記載されるセンサ（例えば、カメラ）は、固定カメラであっても
よく、又は視野を変更可能、例えば、パン－チルト－ズーム（ＰＴＺ）カメラであっても
よい。ＰＴＺカメラが使用される場合、カメラは、アラート状況の潜在的な原因として識
別されるロケーションを分離するようにパン、チルト、及びズームを行い、調査を可能に
するようにプログラムすることができる。代替又は追加として、ＰＴＺカメラは、第１の
ビューの画像を捕捉し、次に、第２のビューに移動し、可能であれば１つ又は複数の追加
のビューに連続して移動し、各ビューで指定された時間にわたり一時停止するように制御
することができる。シーケンスは無制限に繰り返すことができる。
【０１４７】
　ビデオ解析は、他のビューから独立して各ビューに対して実行することができる。一般
的に言えば、これは、各ＰＴＺ設定がタイムスロットに対応した状態で、異なるＰＴＺ設
定で１台のカメラを用いて撮影された画像の時分割多重化を実行するプロセスとみなすこ
とができる。ビデオ解析は、各ＰＴＺタイムスロットの連続したインスタンスからの一連
の画像に対して実行することができる。対応するＰＴＺタイムスロットで捕捉された画像
は、「カメラ」として扱うことができ、ビデオ解析は、単一のカメラについて先の例で説
明した技法を使用して実行することができる。
【０１４８】
　使用する前に、空気サンプリング流入口のロケーションを、それぞれの物理的なロケー
ション及びセキュリティシステムのカメラのビューに相関付ける必要があるという点で、
本明細書に記載されるシステムを作動させる必要がある。いくかの場合では、特定のカメ
ラのＰＴＺパラメータをサンプリングポイントに相関付けることが望ましいことさえある
。
【０１４９】
　物理的なロケーションに対応する粒子検出システムでのアドレスを、複数のロケーショ
ンを監視するビデオ捕捉システムにおいて監視されているロケーションに相関付ける装置
及び方法について、図１２に関連してこれより説明する。図１２は、粒子検出システムの
都合のよい作動、較正、及び／又はテストに使用することができる例示的な装置２７００
を示す。これは、以下の説明から明らかになるように、従来の吸気粒子検出システム等の
非ビデオ対応粒子検出システムで使用することもできる。
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【０１５０】
　この装置は、煙検出器システムにより煙のロケーションを学習することができるように
煙テストを実行するメカニズムを提供するとともに、アラートのビデオ検証を用いるシス
テムの場合には、セキュリティシステムも同時に提供するように構成される。この装置で
は、オペレータは、好ましくは特定のシーケンスなしで、空気サンプリング粒子検出シス
テム、ポイント検出器、又は他の煙検知装置の各サンプリング流入口において煙（又は他
のテスト粒子）を注入し、例えば、タブレットコンピュータ等の一体型コンピュータ装置
に、流入口又は検知装置の物理的なロケーションを記録することができる。データは、リ
アルタイムで、又は後に粒子検出器に転送することができ、それにより、粒子検出器は、
どの流入口がどの物理的ロケーションにマッピングされるかを知る。好ましくは（しかし
、必須ではない）、装置は、セキュリティシステムが、特定のどのカメラ（及び任意選択
的にＰＴＺパラメータ）に各流入口のアドレスロケーションが関連付けられているかを識
別できるようにする。流入口又はセンサロケーションと、ビデオセキュリティでのロケー
ションとの関連付けは、可視手段によって達成し得る。煙の注入が行われる最、視覚的イ
ンジケータが、例えば、ある時間にわたりコードを点滅させることによってアクティブ化
される。セキュリティシステムは、視覚的インジケータを検索し、様々なカメラによって
捕捉された画像の中から、そのカメラの画像を識別する。次に、セキュリティシステムは
、正しいカメラ及び任意選択的にＰＴＺ位置に、空気サンプリング流入口又はセンサのロ
ケーションを相関付けることができる。したがって、好ましい実施形態による装置２７０
０は、
　煙をサンプリング流入口に送る（とともに、好ましくは煙を生成する）機構と、
　ビデオセキュリティシステムによって捕捉される画像での装置の検出を可能にする手段
及び任意選択的に、この光学手段を介してデータを通信する手段と、
　装置の動作を、粒子検出システム及び／又はセキュリティシステムと同期させる手段と
、
を含む。
【０１５１】
　より詳細には、例示的な装置２７００は、
・デバイス装置２７００の動作を制御するコントローラ２７０２と、
・通常は電池である電源２７０４と、
・必要に応じて、サンプリングポイントに導入するテスト煙を生成する煙生成器２７０６
と、
・煙を輸送ポイントに押し出すファン２７１０と、
・煙生成器２７０６によって生成された煙を輸送ポイントまで案内するダクト２７１２（
この例では、ダクト２７１２は延長可能であり、例えば、伸縮自在管であり、異なる高さ
にあるサンプリングポイントとの都合のよい併用及び都合のよい装置格納を可能にする。
ダクト２７１２は、サンプリングポイント又はその周囲への容易な結合を可能にするよう
な形状の流出ポート２７１４において終端する。この例では、流出ポート２７１４は、サ
ンプリングポイントに入るか、又は周囲に嵌ることができる漏斗形状の流出ポートである
。）と、
・１つ又は複数の制御ボタン２７１８と、タッチスクリーンディスプレイ２７２０とを含
むユーザインタフェース２７１６と（これらは、当業者に既知のように、後述するように
、装置２７００の動作を制御し、データを入力するように構成することができる。）、
・外部装置、例えば、煙検出システム、ビデオセキュリティシステム、又はこれらのシス
テムの要素とのデータ通信を確立する有線又は無線通信手段であることができる同期ポー
ト２７２２（ポート２７２２が無線である場合、ポート２７２２をリアルタイム通信に使
用することができる。ポート２７２２が物理的接続を行うように構成される場合、通信は
、リアルタイム（例えば、使用中に他のシステムに差し込まれる）又は非同期（例えば、
記憶されたデータの共有及び／又は使用後の煙検出システム及びビデオセキュリティシス
テムのうちの一方又は両方との装置の同期）で行うことができる。）と、
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・放射線エミッタ２７２４．１、２７２４．２、２７２４．３の構成を含む視覚的通信シ
ステム２７２４（視覚的通信システムを使用して、後述するように、装置２７００の使用
中にセキュリティシステムと通信することができる。視覚的通信システム２７２４は、受
信でき、ビデオ監視システムに中継することができる限り、可視又は不可視の干す波線を
放射し得る。最も好ましくは、放射線は、セキュリティシステムによって受信され、領域
のビデオ画像において捕捉される。このようにして、装置２７００の存在（及び任意選択
的にはデータ）が、視覚的通信システム２７２４の状態によって伝達される。）と、を備
える。
【０１５２】
　テスト装置２７００の例示的な使用について、ビデオセキュリティシステムによって事
項されるビデオ検証を有する粒子検出システムの作動に関連してこれより説明する。装置
２７００の目的は、煙検出システムとビデオセキュリティシステムとの統合の構成及び検
証を支援し、好ましくは自動化することである。特に、このツールは、煙検出システム及
びビデオセキュリティシステムが、保護されている物理的なロケーションの同じ感覚を有
することを支援する。
【０１５３】
　トレーニングプロセスの開始前に、粒子検出器システム及びビデオセキュリティシステ
ムは「トレーニング」モードに設定される。
【０１５４】
　粒子検出器システムの各サンプリング流入口において、煙が、装置２７００を使用して
技師によって生成される。トリガーされると、装置２７００は、粒子検出システムが粒子
を検出するのをトリガーするのに十分な量の煙を生成する。煙を生成するトリガーは、セ
キュリティシステムによって捕捉される画像において、バックグラウンドエンティティか
ら区別可能な視覚的インジケータもオンに切り替える。「トレーニング」モードである間
、ビデオセキュリティシステムは、システムによって撮像された画像を解析し、画像にお
いて視覚的インジケータ２７２４を検索する（周期的に、又は連続して）。見つけられる
と、装置のロケーション（カメラ及び必要な場合にはＰＴＺ事前設定）を記録して、どの
ビデオカメラが、視野内のサンプリングホールを囲むエリアを有するかを識別する。
【０１５５】
　煙を生成する時点で、技師は、例えば、タッチスクリーンディスプレイ２７２０上のキ
ーボードインタフェースを使用して、物理的空間の名称（及び任意選択的に説明）も記録
する。このテキストは、煙テストの開始時刻及び終了時刻と共に記憶され、任意選択的に
、煙検出器及び／又はセキュリティシステムに、検出されたイベントをこれらのシステム
において相関付けるために送信される。システムの実際の使用中にサンプリングホールが
識別される場合、通常動作中、この時点で入力されたテキストをＣＭＳオペレータに提示
することができる。
【０１５６】
　装置２７００は、次にとる動作について、例えば、新しいサンプリングポイントにいつ
移るか、技師が、煙をトリガーする前に待つ必要があるか否か、技師が、現在のホールで
、煙生成器に留まる必要がある期間、サンプリングホールの名称についての技師へのプロ
ンプトについて技師をガイドするように構成され、例えば、プログラムされる。
【０１５７】
　サンプリングポイントは通常、天井付近に配置されるが、例外がある。生成される煙は
、サンプリングホールに素早く直接到達する必要がある。しかし、高く天井に取り付けら
れたサンプリングホールの近傍に提示されるように煙をトリガーする場合であっても、技
師が常に床上に留まることが非常に望ましく、したがって、全ての制御装置は、ダクト２
７１２の下部に配置され、ダクト２７１２は延長可能である。
【０１５８】
　各サンプリングホールの煙生成開始及び終了イベントは、粒子検出システム及びビデオ
セキュリティシステムと同期される。この同期は、無線ネットワークを介してリアルタイ
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ムで行うことができる。任意選択的に、又は代替的に、装置２７００は、無線ネットワー
クをリアルタイムで使用せずに、同じ機能をオフラインモードで提供することができる。
この後者の場合、作動プロセスの完了時に、装置２７００を粒子検出システム及びビデオ
セキュリティシステムに接続して、物理的なスペースの名称を含む記録データを同期させ
る必要がある。これは、ＵＳＢ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、又はＷｉＦｉを含むが
、これらに限定されない任意の通信媒体を介して実行することができる。
【０１５９】
　図２４の例では、以下の一連のデータが、テスト装置、煙検出システム、及びセキュリ
ティシステムによってそれぞれ「トレーニング」モードで生成される。
【０１６０】
【表１】

【０１６１】
【表２】

【０１６２】

【表３】

【０１６３】
　トレーニングデータがテスト装置２７００、煙検出器システム、及びセキュリティシス
テムによって記録されると、実際の煙検出イベント時にビデオ検証システム及び煙検出シ
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ステムが一緒に機能するために、このデータを相関付ける必要がある。分かるように、各
表の開始時刻及び終了時刻を使用して、煙テストデータを煙検出器データ及びセキュリテ
ィシステムデータに相関付けることができる。
【０１６４】
　使用に際して、煙が煙検出システムによって検出される場合、システムのどこで煙が検
出されたかを特定する。システムが１つ又は複数のポイント検出器を含む場合、「アドレ
ッシング」、すなわち、イベントが検出された場所の特定は比較的簡単であり、どの検出
器が煙を検出したかの知識のみが必要とされる。システムが、空気サンプリングネットワ
ークを有する吸気粒子検出システムを含むか、又はそのような吸気粒子検出システムであ
る場合、システムは、本出願人によって出願された以下の豪州特許出願第２０１２９０４
５１６号明細書、同第２０１２９０４８５４号明細書、又は同第２０１３２００３５３号
明細書のうちの何れか１つにおける位置特定方法のうちの１つ又は他の位置特定技法を実
行して、粒子源のロケーションを識別することができる。出力は、ロケーション、名称（
例えば、作動中に技師によって与えられる名称）、部屋のアドレス、又は煙位置特定パラ
メータ（豪州特許出願第２０１２９０４５１６号明細書、同第２０１２９０４８５４号明
細書、又は同第２０１３２００３５３号明細書に記載のように、煙が、どのサンプリング
ホールを通って煙検出システムに入ったかを識別する、位置特定フェーズ中に検出イベン
ト間で検出器を通過した空気サンプルの容量等）であることができる。この出力はセキュ
リティシステムに渡される。この名称、識別子、又は位置特定パラメータに基づいて、セ
キュリティシステムは、システムのカメラのうちのいずれが、特定された空気サンプリン
グポイントのビューを提供するかを特定することが可能である。
【０１６５】
　この場合、セキュリティシステムは、カメラ２４０５を、煙検出イベントが発生した領
域のビューを示すカメラとして識別する。
【０１６６】
　理解されるように、作動中、追加の情報を収集して、煙又は火が検出される場合に適切
な行動を決定するに当たりＣＭＳオペレータを支援することができる。
【０１６７】
　装置２７００の幾つかの実施形態において、追加の特徴を含むこともできる。例えば、
幾つかの実施形態では、他の方法を使用して、装置２７００のロケーションを特定し、そ
のロケーション及びサンプリング流入口の自動識別を支援することができる。例えば、衛
星測位（例えば、ＧＰＳ若しくはＤＧＰＳ）又は電磁エミッタからの三角測量を使用して
、装置がどの部屋にあるかを特定することができ、それにより、データをシステムに入力
する必要性をなくすか、又は最小に抑える。サンプリングポイントに短距離通信機構、例
えば、ＲＦＩＤタグを提供し得、ダクト２７１２の端部近傍に搭載されたリーダがこのタ
グを読み取り、各ステップでどのサンプリングポイントが作動中であるかを識別する。こ
の通信は、サンプリングポイントのテスト手順の開始のトリガーとして使用することもで
きる。
【０１６８】
　上記実施形態から分かるように、ビデオ解析技法を従来の粒子検出システム又は本明細
書に記載されるマルチモード粒子検出システムと組み合わせることにより、確実性レベル
の増大及び誤検出率の低減を得ることができる。さらに、そのようなハイブリッドシステ
ムを使用して、煙及び火の原因及び拡散についての追加データを得ることができる。
【０１６９】
　全ての例と同様に、内部検出モード又は外部検出モードの何れかが第１の検出モードで
あり得、内部検出モード又は外部検出モードのうちの他方が第２の検出モードである。ビ
デオ検証等の追加の第３の検出モードを利用することもできる。
【０１７０】
　本明細書において開示され定義される本発明が、述べられるか、又はテキスト若しくは
図面から明らかな個々の特徴のうちの２つ又は３つ以上の代替の全ての組み合わせに拡張



(35) JP 2015-520380 A 2015.7.16

されることが理解されるだろう。これらの異なる組み合わせは全て、本発明の様々な代替
の態様を構成する。
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